
令 和 ３ 年 第 １ 回 中 泊 町 議 会

定 例 会 会 議 録 目 次

第 １ 号 （３月４日）

…………………………………………………………………………………………………議事日程 １

…………………………………………………………………………………………………出席議員 ３

…………………………………………………………………………………………………欠席議員 ３

………………………………………………………………………………………………出席説明員 ３

………………………………………………………………………職務のため出席した事務局職員 ４

………………………………………………………………………………………………開会の宣告 ５

………………………………………………………………………………………………開議の宣告 ５

…………………………………………………………………………………会議録署名議員の指名 ５

……………………………………………………………………………………会期の決定について ５

………………………………………日程第４ 報告第２号から日程第３９ 議案第３３号まで ５

・報告第 ２号 専決処分した事項の報告及び承認を求めるの件

（令和２年度中泊町一般会計補正予算第１６号について）

・報告第 ３号 専決処分した事項の報告及び承認を求めるの件

（令和２年度中泊町一般会計補正予算第１７号について）

・報告第 ４号 専決処分した事項の報告

（青森県市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体の数

の減少及び青森県市町村職員退職手当組合規約の変更につい

て）

・報告第 ５号 専決処分した事項の報告及び承認を求めるの件

（令和２年度中泊町一般会計補正予算第１８号について）

・議案第 ２号 令和３年度中泊町一般会計予算について

・議案第 ３号 令和３年度中泊町国民健康保険特別会計予算について

・議案第 ４号 令和３年度中泊町介護保険事業特別会計予算について

・議案第 ５号 令和３年度中泊町農業集落排水事業特別会計予算について

・議案第 ６号 令和３年度中泊町漁業集落排水事業特別会計予算について

・議案第 ７号 令和３年度中泊町後期高齢者医療特別会計予算について



・議案第 ８号 令和３年度中泊町水道事業特別会計予算について

・議案第 ９号 中泊町報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正について

・議案第１０号 中泊町介護保険条例の一部改正について

・議案第１１号 中泊町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に

関する基準を定める条例等の一部改正について

・議案第１２号 中泊町野菜集出荷予冷施設条例の一部改正について

・議案第１３号 中泊町野菜育苗施設条例の一部改正について

・議案第１４号 中泊町道路占用料徴収条例の一部改正について

・議案第１５号 中泊町町道の構造の技術的基準を定める条例の一部改正につい

て

・議案第１６号 中泊町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一

部改正について

・議案第１７号 中泊町ふれあい運動場条例の一部改正について

・議案第１８号 中泊町後継者等育成基金条例の廃止について

・議案第１９号 中泊町診療所条例の廃止について

・議案第２０号 令和２年度中泊町一般会計補正予算第１９号について

・議案第２１号 令和２年度中泊町国民健康保険特別会計補正予算第５号につい

て

・議案第２２号 令和２年度中泊町介護保険事業特別会計補正予算第４号につい

て

・議案第２３号 令和２年度中泊町農業集落排水事業特別会計補正予算第１号に

ついて

・議案第２４号 令和２年度中泊町漁業集落排水事業特別会計補正予算第１号に

ついて

・議案第２５号 令和２年度中泊町後期高齢者医療特別会計補正予算第２号につ

いて

・議案第２６号 中泊町教育委員会委員の任命について

・議案第２７号 人権擁護委員候補者の推薦について意見を求めるの件

・議案第２８号 中泊町老人福祉センターに係る指定管理者の指定について

・議案第２９号 中泊町小説「津軽」の像記念館に係る指定管理者の指定につい



て

・議案第３０号 主要農業施設に係る指定管理者の指定について

・議案第３１号 町営住宅使用料の債権放棄について

・議案第３２号 中泊町過疎地域自立促進計画の変更について

・議案第３３号 青森県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少

及び青森県市町村総合事務組合の共同処理する事務の変更並び

に青森県市町村総合事務組合規約の変更について

………………………………………………………………日程第４０ 予算特別委員会の設置 １３

……………………………………………………………………………日程第４１ 請願第１号 １３

・請願第 １号 中泊町運動公園陸上競技場の整備を求める請願

……………………………………………………………………………………………散会の宣告 １４

第 ２ 号 （３月９日）

………………………………………………………………………………………………議事日程 １５

………………………………………………………………………………………………出席議員 １５

………………………………………………………………………………………………欠席議員 １５

……………………………………………………………………………………………出席説明員 １５

……………………………………………………………………職務のため出席した事務局職員 １６

……………………………………………………………………………………………開議の宣告 １７

…………………………………………………………………………………日程第１ 一般質問 １７

……………………………………………………………………………５番 塚本悦子議員 １７

……………………………………………………………………………３番 成田直人議員 ２１

……………………………………………………………………………２番 今 博子議員 ２９

……………………………………………………………………………………………散会の宣告 ３７

第 ３ 号 （３月１２日）

………………………………………………………………………………………………議事日程 ３９

………………………………………………………………………………………………出席議員 ４１

………………………………………………………………………………………………欠席議員 ４１

……………………………………………………………………………………………出席説明員 ４１



……………………………………………………………………職務のため出席した事務局職員 ４２

……………………………………………………………………………………………開議の宣告 ４３

………………………………………………………………………………日程第１ 報告第２号 ４３

・報告第 ２号 専決処分した事項の報告及び承認を求めるの件

（令和２年度中泊町一般会計補正予算第１６号について）

………………………………………………………………………………日程第２ 報告第３号 ４４

・報告第 ３号 専決処分した事項の報告及び承認を求めるの件

（令和２年度中泊町一般会計補正予算第１６号について）

………………………………………………………………………………日程第３ 報告第５号 ４５

・報告第 ５号 専決処分した事項の報告及び承認を求めるの件

（令和２年度中泊町一般会計補正予算第１８号について）

………………………………………日程第４ 議案第２号から日程第１０ 議案第８号まで ４７

・議案第 ２号 令和３年度中泊町一般会計予算について

・議案第 ３号 令和３年度中泊町国民健康保険特別会計予算について

・議案第 ４号 令和３年度中泊町介護保険事業特別会計予算について

・議案第 ５号 令和３年度中泊町農業集落排水事業特別会計予算について

・議案第 ６号 令和３年度中泊町漁業集落排水事業特別会計予算について

・議案第 ７号 令和３年度中泊町後期高齢者医療特別会計予算について

・議案第 ８号 令和３年度中泊町水道事業特別会計予算について

……………………………………………………………………………日程第１１ 議案第９号 ５２

・議案第 ９号 中泊町報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正について

…………………………………………………………………………日程第１２ 議案第１０号 ５４

・議案第１０号 中泊町介護保険条例の一部改正について

…………………………………………………………………………日程第１３ 議案第１１号 ５６

・議案第１１号 中泊町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に

関する基準を定める条例等の一部改正について

…………………………………………………………………………日程第１４ 議案第１２号 ５９

・議案第１２号 中泊町野菜集出荷予冷施設条例の一部改正について

…………………………………………………………………………日程第１５ 議案第１３号 ６０

・議案第１３号 中泊町野菜育苗施設条例の一部改正について



…………………………………………………………………………日程第１６ 議案第１４号 ６１

・議案第１４号 中泊町道路占用料徴収条例の一部改正について

…………………………………………………………………………日程第１７ 議案第１５号 ６２

・議案第１５号 中泊町町道の構造の技術的基準を定める条例の一部改正につい

て

…………………………………………………………………………日程第１８ 議案第１６号 ６３

・議案第１６号 中泊町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一

部改正について

…………………………………………………………………………日程第１９ 議案第１７号 ６４

・議案第１７号 中泊町ふれあい運動場条例の一部改正について

…………………………………………………………………………日程第２０ 議案第１８号 ６５

・議案第１８号 中泊町後継者等育成基金条例の廃止について

…………………………………………………………………………日程第２１ 議案第１９号 ６６

・議案第１９号 中泊町診療所条例の廃止について

…………………………………………………………………………日程第２２ 議案第２０号 ６７

・議案第２０号 令和２年度中泊町一般会計補正予算第１９号について

…………………………………………………………………………日程第２３ 議案第２１号 ７６

・議案第２１号 令和２年度中泊町国民健康保険特別会計補正予算第５号につい

て

…………………………………………………………………………日程第２４ 議案第２２号 ７８

・議案第２２号 令和２年度中泊町介護保険事業特別会計補正予算第４号につい

て

…………………………………………………………………………日程第２５ 議案第２３号 ８０

・議案第２３号 令和２年度中泊町農業集落排水事業特別会計補正予算第１号に

ついて

…………………………………………………………………………日程第２６ 議案第２４号 ８１

・議案第２４号 令和２年度中泊町漁業集落排水事業特別会計補正予算第１号に

ついて

…………………………………………………………………………日程第２７ 議案第２５号 ８２

・議案第２５号 令和２年度中泊町後期高齢者医療特別会計補正予算第２号につ



いて

…………………………………………………………………………日程第２８ 議案第２６号 ８４

・議案第２６号 中泊町教育委員会委員の任命について

…………………………………………………………………………日程第２９ 議案第２７号 ８４

・議案第２７号 人権擁護委員候補者の推薦について意見を求めるの件

…………………………………………………………………………日程第３０ 議案第２８号 ８５

・議案第２８号 中泊町老人福祉センターに係る指定管理者の指定について

…………………………………………………………………………日程第３１ 議案第２９号 ８６

・議案第２９号 中泊町小説「津軽」の像記念館に係る指定管理者の指定につい

て

…………………………………………………………………………日程第３２ 議案第３０号 ８７

・議案第３０号 主要農業施設に係る指定管理者の指定について

…………………………………………………………………………日程第３３ 議案第３１号 ８８

・議案第３１号 町営住宅使用料の債権放棄について

…………………………………………………………………………日程第３４ 議案第３２号 ８９

・議案第３２号 中泊町過疎地域自立促進計画の変更について

…………………………………………………………………………日程第３５ 議案第３３号 ９２

・議案第３３号 青森県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少

及び青森県市町村総合事務組合の共同処理する事務の変更並び

に青森県市町村総合事務組合規約の変更について

……………………………………………………………………………………………日程の追加 ９３

……………………………………………………………………………町長追加提案理由の説明 ９３

………………………………………………………………………追加日程第１ 議案第３４号 ９４

・議案第３４号 令和２年度中泊町一般会計補正予算第２０号について

………………………………………………………………………追加日程第２ 議案第３５号 ９５

・議案第３５号 工事請負変更契約の締結について

……………………………………………………………………………日程第３６ 発議第１号 ９７

・発議第 １号 中泊町議会会議規則の一部改正について

……………………………………………………………………………日程第３７ 発議第２号 ９７

・発議第 ２号 中泊町議会災害対策本部設置要綱の制定について



……………………………………………………………………………日程第３８ 発議第３号 ９８

・発議第 ３号 議員派遣について

………………………日程第３９ 次期議会の会期日程及び議会運営に関する事項について ９８

……………………………………………………………………………………………閉会の宣告 ９９

……………………………………………………………………………………………署 名 １０１



- 1 -

第１回中泊町議会定例会
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３ 町長提案理由の説明

４ 報告第 ２号 専決処分した事項の報告及び承認を求めるの件

（令和２年度中泊町一般会計補正予算第１６号に

ついて）

５ 報告第 ３号 専決処分した事項の報告及び承認を求めるの件

（令和２年度中泊町一般会計補正予算第１７号に

ついて）

６ 報告第 ４号 専決処分した事項の報告

（青森県市町村職員退職手当組合を組織する地方

公共団体の数の減少及び青森県市町村職員退職

手当組合規約の変更について）

７ 報告第 ５号 専決処分した事項の報告及び承認を求めるの件

（令和２年度中泊町一般会計補正予算第１８号に

ついて）

８ 議案第 ２号 令和３年度中泊町一般会計予算について

９ 議案第 ３号 令和３年度中泊町国民健康保険特別会計予算につ

いて

１０ 議案第 ４号 令和３年度中泊町介護保険事業特別会計予算につ

いて

１１ 議案第 ５号 令和３年度中泊町農業集落排水事業特別会計予算

について

１２ 議案第 ６号 令和３年度中泊町漁業集落排水事業特別会計予算

について

１３ 議案第 ７号 令和３年度中泊町後期高齢者医療特別会計予算に

ついて

１４ 議案第 ８号 令和３年度中泊町水道事業特別会計予算について
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１５ 議案第 ９号 中泊町報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正

について

１６ 議案第１０号 中泊町介護保険条例の一部改正について

１７ 議案第１１号 中泊町指定地域密着型サービスの事業の人員、設

備及び運営に関する基準を定める条例等の一部改

正について

１８ 議案第１２号 中泊町野菜集出荷予冷施設条例の一部改正につい

て

１９ 議案第１３号 中泊町野菜育苗施設条例の一部改正について

２０ 議案第１４号 中泊町道路占用料徴収条例の一部改正について

２１ 議案第１５号 中泊町町道の構造の技術的基準を定める条例の一

部改正について

２２ 議案第１６号 中泊町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関

する条例の一部改正について

２３ 議案第１７号 中泊町ふれあい運動場条例の一部改正について

２４ 議案第１８号 中泊町後継者等育成基金条例の廃止について

２５ 議案第１９号 中泊町診療所条例の廃止について

２６ 議案第２０号 令和２年度中泊町一般会計補正予算第１９号につ

いて

２７ 議案第２１号 令和２年度中泊町国民健康保険特別会計補正予算

第５号について

２８ 議案第２２号 令和２年度中泊町介護保険事業特別会計補正予算

第４号について

２９ 議案第２３号 令和２年度中泊町農業集落排水事業特別会計補正

予算第１号について

３０ 議案第２４号 令和２年度中泊町漁業集落排水事業特別会計補正

予算第１号について

３１ 議案第２５号 令和２年度中泊町後期高齢者医療特別会計補正予

算第２号について

３２ 議案第２６号 中泊町教育委員会委員の任命について

３３ 議案第２７号 人権擁護委員候補者の推薦について意見を求める

の件

３４ 議案第２８号 中泊町老人福祉センターに係る指定管理者の指定
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について

３５ 議案第２９号 中泊町小説「津軽」の像記念館に係る指定管理者

の指定について

３６ 議案第３０号 主要農業施設に係る指定管理者の指定について

３７ 議案第３１号 町営住宅使用料の債権放棄について

３８ 議案第３２号 中泊町過疎地域自立促進計画の変更について

３９ 議案第３３号 青森県市町村総合事務組合を組織する地方公共団

体の数の減少及び青森県市町村総合事務組合の共

同処理する事務の変更並びに青森県市町村総合事

務組合規約の変更について

４０ 予算特別委員会の設置

４１ 請願第 １号 中泊町運動公園陸上競技場の整備を求める請願

（令和２年） （総務文教常任委員長報告）

〇出席議員（１３名）

１番 田 中 洋 君 ２番 今 博 子 君

３番 成 田 直 人 君 ４番 秋 元 隆 君

５番 塚 本 悦 子 君 ６番 荒 関 富 雄 君

７番 秋 田 博 君 ８番 川 山 光 則 君

９番 青 山 雅 晴 君 １０番 沖 崎 勲 君

１１番 野 上 憲 幸 君 １２番 野 上 祐 一 君

１３番 長 利 司 君

〇欠席議員（なし）

〇出席説明員

町 長 濱 舘 豊 光 君

副 町 長 横 野 彰 吾 君

教 育 長 米 塚 鈴 子 君

代 表 監 査 委 員 葛 西 昭 文 君

総 務 課 長 葛 西 成 芳 君

財 政 課 長 毛 内 康 裕 君

総 合 戦 略 課 長 三 上 晃 瑠 君
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税 務 課 長 太 田 光 平 君

町 民 課 長 山 中 哲 哉 君

福 祉 課 長 木 元 剛 君

環 境 整 備 課 長 藤 本 雅 久 君

農 政 課 長 古 川 幹 人 君

水 産 商 工 観 光
越 野 進 一 君課 長

小 泊 支 所 長 加 藤 孝 典 君

教 育 次 長 成 田 勝 輝 君

総 務 学 務 課 長 藤 田 康 久 君

会 計 課 長 下 山 貴 子 君

上 下 水 道 課 長 阿 部 明 君

〇職務のため出席した事務局職員

事 務 局 長 宮 越 裕 子 君

総 務 課
木 村 将 師 君行 政 情 報 係

総 務 課 佐々木 一 哉 君
行 政 情 報 係
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開会 午前１０時００分

◎開会の宣告

〇議長（長利 司君） ただいまの出席議員数は１３人です。定足数に達して

いますので、令和３年第１回中泊町議会定例会を開会します。

◎開議の宣告

〇議長（長利 司君） これから本日の会議を開きます。

本日の議事日程はお手元に配付のとおりです。

◎会議録署名議員の指名

〇議長（長利 司君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。

本定例会の会議録署名議員は、会議規則第１２７条の規定により１

１番、野上憲幸議員及び１２番、野上祐一議員を指名します。

◎会期の決定について

〇議長（長利 司君） 日程第２、会期の決定の件を議題にします。

お諮りします。本定例会の会期は、別紙議会運営委員長からの報告

のとおり、本日から３月１２日までの９日間にしたいと思います。ご

異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（長利 司君） 異議なしと認めます。

したがって、本定例会の会期は本日から３月１２日までの９日間に

決定しました。

◎日程第４ 報告第２号から日程第３９ 議案第３３号

まで

〇議長（長利 司君） 日程第４、報告第２号 専決処分した事項の報告及び

承認を求めるの件から日程第３９、議案第３３号 青森県市町村総合

事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及び青森県市町村総合事

務組合の共同処理する事務の変更並びに青森県市町村総合事務組合規

約の変更についてまでを一括して上程します。

町長に提案理由の説明を求めます。

濱舘町長。
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（町長 濱舘豊光君登壇）

〇町長（濱舘豊光君） 本日ここに、令和３年第１回中泊町議会定例会が開会

され、令和３年度当初予算をはじめ各般にわたる議案につきましてご

審議を願うに当たり、町政の運営に関する所信の一端を明らかにし、

提出議案合計３６件の概要についてご説明申し上げ、議員各位並びに

町民の皆様の深いご理解とご協力を賜りますようお願いを申し上げま

す。

さて、令和３年度の予算編成にあたりましては、自主財源が少ない

脆弱な財政構造に加え、新型コロナウイルスによる税収の減、また令

和２年度実施の国勢調査での人口減少の影響による地方交付税の減収

が見込まれる中においても、人口減少や地域経済の維持、地域産業の

発展など様々な課題に正面から向き合い、長期総合計画の将来像であ

ります「豊かな自然とともに創る、暮らす、未来へつなぐ自立と協働

のまち 中泊」の実現に向けて、地域資源を強化、活用しながら、地

域経済の活性化、農業、漁業の生業でしっかりと生活できるような活

力の創出につながる施策の推進、子ども・子育て支援や医療、教育、

文化の充実、防災対策などの多岐にわたる施策に取り組み、町民一人

ひとりが夢や希望を持ち、安心して、そして幸せに暮らせる町を目指

して町政を推進してまいりたいと存じております。

報告第２号及び報告第３号は、令和２年度中泊町一般会計補正予算

第１６号並びに第１７号についてであります。

除排雪経費の不足のため所要の予算補正を専決処分させていただき

ましたので、これを報告し、承認を求めるものであります。

報告第４号は、青森県市町村職員退職手当組合を組織する地方公共

団体の数の減少及び青森県市町村職員退職手当組合規約の変更につい

てであります。

組合を組織する団体の減少に伴い、規約の改正について専決処分を

させていただきましたので、これを報告するものであります。

報告第５号は、令和２年度中泊町一般会計補正予算第１８号につい

てであります。新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業の実施

及び国有林野借上料に係る債務負担行為補正を追加するため、所要の

予算補正を専決処分いたしましたので、これを報告し、承認を求める

ものであります。
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議案第２号 令和３年度中泊町一般会計予算案では、通常予算の考

え方で編成し、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出とも９２億８，３０

０万円となりました。

前年度当初予算に対して１４億５，０００万円、率にして１８．５

％の増となっております。

それでは、歳出事業の主なもの及び特徴的なものをご説明を申し上

げます。

総務費として、新たな福祉・健康の拠点となる総合福祉健康センタ

ー建設事業を進めてまいります。

民生費として、子育て世代の負担軽減を目的に、幼児教育の無償化

を継続実施してまいります。

衛生費として、引き続き乳幼児から高校卒業までの医療費・予防接

種料の無料化のほか、新型コロナウイルスワクチン接種体制の構築に

取り組んでまいります。

農林水産業費として、県営十三湖地区経営体育成基盤整備事業、ま

たメバル商品の開発やマツカワガレイなどの養殖事業にも引き続き取

り組んでまいります。

商工費として、今年度実施した宮越家公開管理事業を継続するとと

もに、これを軸とした新たな町の観光資源発掘等を目的に、地域おこ

し協力隊事業に取り組んでまいります。

土木費として、道路新設改良事業や橋梁長寿命化事業など、インフ

ラ整備も引き続き実施してまいります。

消防費として、仮称ではございますが、統合消防署建設に係る負担

金を計上したほか、教育費として、来年度完成予定のこどまり小・中

学校建設事業、また企業版ふるさと納税を活用し、宮越家の整備につ

いても継続して取り組んでまいります。

歳入につきましては、町税及び地方交付税のほか、国庫支出金、県

支出金及び町債など見込額を精査した上で計上し、財源調整のため財

政調整基金繰入金などを計上いたしております。

議案第３号は、令和３年度中泊町国民健康保険特別会計予算につい

てであります。歳入歳出予算の総額は、事業勘定で歳入歳出とも１５

億５，７４４万４，０００円、診療施設勘定で歳入歳出とも１億４，

１５４万円となっております。
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議案第４号は、令和３年度中泊町介護保険事業特別会計予算につい

てであります。歳入歳出予算の総額は、歳入歳出とも１８億２，２４

８万４，０００円となっております。

議案第５号は、令和３年度中泊町農業集落排水事業特別会計予算に

ついてであります。歳入歳出予算の総額は、歳入歳出とも４，１７６

万１，０００円となっております。

議案第６号は、令和３年度中泊町漁業集落排水事業特別会計予算に

ついてであります。歳入歳出予算の総額は、歳入歳出とも２，３３３

万４，０００円となっております。

議案第７号は、令和３年度中泊町後期高齢者医療特別会計予算につ

いてであります。歳入歳出予算の総額は、歳入歳出とも２億８，７２

５万５，０００円となっております。

議案第８号は、令和３年度中泊町水道事業特別会計予算についてで

あります。収益的収入及び支出予定額として、収入に３億５，５２８

万円を、支出に２億９，９１６万９，０００円を計上し、純利益５，

６１１万１，０００円を見込んでおります。また、資本的支出予定額

として２億１，８７３万９，０００円を計上いたしております。

なお、資本的支出予定額は過年度分損益勘定留保資金で補填するも

のであります。

議案第９号は、中泊町報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正に

ついてであります。地方公務員法及び地方自治法の一部改正に伴い、

非常勤特別職の職名、報酬額等を明確にするため、条例の一部を改正

するものであります。

議案第１０号は、中泊町介護保険条例の一部改正についてでありま

す。第８期中泊町介護保険事業計画の策定に伴う介護保険料の改定及

び地方税法等の改正に伴う条文の整備をするため、条例の一部を改正

するものであります。

議案第１１号は、中泊町指定地域密着型サービスの事業の人員、設

備及び運営に関する基準を定める条例等の一部改正についてでありま

す。指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等

の一部を改正する省令の公布に伴い、中泊町指定地域密着型サービス

の事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例等の一部を改

正するものであります。
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議案第１２号は、中泊町野菜集出荷予冷施設条例の一部改正につい

てであります。中泊町野菜集出荷予冷施設の指定管理廃止に伴い、条

文の整備を要するため、条例の一部を改正するものであります。

議案第１３号は、中泊町野菜育苗施設条例の一部改正についてであ

ります。中泊町野菜育苗施設の指定管理廃止に伴い、条文の整備を要

するため、条例の一部を改正するものであります。

議案第１４号は、中泊町道路占用料徴収条例の一部改正についてで

あります。道路法等の一部を改正する法律の施行に伴い、条文の整備

を要するため、条例の一部を改正するものであります。

議案第１５号は、中泊町町道の構造の技術的基準を定める条例の一

部改正についてであります。道路法等の一部を改正する法律の施行に

伴い、条文の整備を要するため条例の一部を改正するものであります。

議案第１６号は、中泊町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関

する条例の一部改正についてであります。成年後見制度の利用の促進

に関する法律の一部改正により、成年被後見人等の権利に係る制限が

設けられている制度について、必要な見直しを行わなければいけない

こと、及び消防団員の退職について規定することにより、手続を明確

にするため、条例の一部を改正するものであります。

議案第１７号は、中泊町ふれあい運動場条例の一部改正についてで

あります。こどまり小・中学校の建設に伴い、小泊ふれあい運動場を

廃止するため、条例の一部を改正するものであります。

議案第１８号は、中泊町後継者等育成基金条例の廃止についてであ

ります。中泊町後継者等育成基金について、平成２０年以降利用され

ておらず、今後も活用の予定がないことから、同基金を廃止するため、

条例を廃止するものであります。

議案第１９号は、中泊町診療所条例の廃止についてであります。武

田診療所が令和２年３月３１日をもって閉所になったことから、用途

を廃止するため、条例を廃止するものであります。

議案第２０号は、令和２年度中泊町一般会計補正予算第１９号につ

いてであります。補正額は、歳入歳出とも２億３，５１３万５，００

０円を追加し、補正後の総額を１０２億５，７９３万８，０００円と

するものであります。

補正する歳出の主なものは、介護保険特別会計及び国民健康保険特
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別会計への繰出金、県営十三湖地区経営体育成基盤整備事業負担金、

折戸下前線法面補修工事費（第３期）などを計上いたしております。

また、既決予算額の精査などにより、橋梁長寿命化事業、新公営住

宅建設事業、こどまり小・中学校建設事業の減額など、それぞれ所要

額を計上いたしております。

歳入につきましては、歳出との関連において、国庫支出金、県支出

金、町債などについて調整のうえ計上したほか、町税、財産収入など

収入見込額を精査した上で計上いたしております。

継続費補正では、こどまり小・中学校建設事業について変更いたし

ております。

繰越明許費では、戸籍システム改修事業など３事業について追加設

定し、公共施設感染防止対策事業のほか１事業について変更いたして

おります。

また、指定管理者制度による公の施設の管理運営業務のほか、令和

３年度で予定する経費のうち、本年度において契約の締結を要するも

のについて、債務負担行為を追加設定いたしております。

なお、地方債につきましては、減収補填債を追加設定したほか、事

業の確定に伴い、それぞれ変更いたしております。

議案第２１号は、令和２年度中泊町国民健康保険特別会計補正予算

第５号についてであります。事業勘定の補正額は、歳入歳出とも１，

２１３万８，０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を１７億３，９

１１万４，０００円とするものであります。

補正する歳出の主なものは、保険給付費の高額療養費及び直営診療

施設勘定繰出金の追加であります。

歳入につきましては、歳出との関連において国庫支出金等を追加い

たしております。

診療施設勘定の補正額は、歳入歳出とも１３９万円を追加し、歳入

歳出予算の総額を１億４，７７３万３，０００円とするものでありま

す。

補正する歳出の主なものは、医業費の追加であります。

歳入につきましては、歳出との関連において、診療収入を調整のう

え減額し、他会計繰入金を追加いたしております。

議案第２２号は、令和２年度中泊町介護保険事業特別会計補正予算
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第４号についてであります。補正額は、歳入歳出とも３，０７７万３，

０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を１８億５，８８６万６，０

００円とするものであります。

補正する歳出の主なものは、保険給付費の介護サービス給付費を追

加いたしております。

歳入につきましては、歳出との関連において、国庫支出金及び支払

基金交付金等を追加いたしております。

議案第２３号は、令和２年度中泊町農業集落排水事業特別会計補正

予算第１号についてであります。歳入歳出予算の予算総額は、そのま

ま変わらず４，１２８万７，０００円とし、内部補正するものであり

ます。

補正する歳出の主なものは、施設管理費の光熱水費及び委託料を減

額し、手数料を追加いたしております。

歳入につきましては、歳出との関連において、前年度繰越金を追加

し、一般会計繰入金を減額いたしております。

議案第２４号は、令和２年度中泊町漁業集落排水事業特別会計補正

予算第１号についてであります。補正額は、歳入歳出とも７３万４，

０００円を減額し、補正後の予算総額を２，６８９万２，０００円と

するものであります。

補正する歳出は、処理施設管理業務委託料及び機能保全計画書策定

業務委託料を減額いたしております。

歳入につきましては、歳出との関連において、前年度繰越金を追加

し、一般会計繰入金を減額いたしております。

議案第２５号は、令和２年度中泊町後期高齢者医療特別会計補正予

算第２号についてであります。補正額は、歳入歳出とも１，０１７万

円を減額し、歳入歳出予算の総額を２億８，４００万３，０００円と

するものであります。

補正する歳出は、後期高齢者医療広域連合納付金の確定に伴う減額

であります。

歳入につきましては、歳出との関連において後期高齢者医療保険料

及び一般会計繰入金を減額し、前年度繰越金を追加いたしております。

議案第２６号は、中泊町教育委員会委員の任命についてであります。

現委員、佐井川智道氏の任期が令和３年５月１７日をもって満了とな
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るため、後任の委員を任命するにあたり、議会の同意を求めるもので

あります。

議案第２７号は、人権擁護委員候補者の推薦について意見を求める

の件についてであります。現委員、荒関徳勝氏の任期が令和３年６月

３０日で満了となるため、後任委員を推薦するにあたり、議会の意見

を求めるものであります。

議案第２８号から第３０号は、中泊町老人福祉センターに係る指定

管理者の指定について、中泊町小説「津軽」の像記念館に係る指定管

理者の指定について、主要農業施設に係る指定管理者の指定について

であります。

令和３年３月３１日をもって指定期間満了となる各施設について、

それぞれ４月１日からの指定管理者を指定するものであります。

議案第３１号は、町営住宅使用料の債権放棄についてであります。

住宅使用料を滞納している中泊町在住者について、裁判所が破産法第

２５２条の規定による免責許可を決定したことから、債権の徴収が不

可能となったため、債権の放棄を行うものであります。

議案第３２号は、中泊町過疎地域自立促進計画の変更についてであ

ります。町に所在する農業用ため池の老朽化を踏まえ、適正な維持管

理を行い、農業の基盤整備を図り、産業振興を目的に策定する「ため

池インフラ長寿命化事業」及び林道施設の維持管理及び更新等を適切

に行い、住民の安全確保を図る「森林基幹道整備事業」ほか４事業を

中泊町過疎地域自立促進計画に追加し、計画を変更するため、議会の

議決を求めるものであります。

議案第３３号は、青森県市町村総合事務組合を組織する地方公共団

体の数の減少及び青森県市町村総合事務組合の共同処理する事務の変

更並びに青森県市町村総合事務組合規約の変更についてであります。

青森県市町村総合事務組合の構成団体である十和田地区環境整備事

務組合が令和３年３月３１日をもって解散すること、及び規約の所要

の整理を行うことに伴い、規約を変更するため、議会の議決を求める

ものであります。

以上で本議会定例会に提案をいたしました議案の説明とさせていた

だきますが、議事の進行に従い、ご質問に応じ詳細にご説明を申し上

げたいと存じます。何とぞ慎重ご審議の上、原案どおり御議決を賜り
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ますようお願いを申し上げまして、提案理由の説明を終わらさせてい

ただきます。

◎日程第４０ 予算特別委員会の設置

〇議長（長利 司君） 日程第４０、予算特別委員会の設置の件を議題にしま

す。

お諮りします。議案第２号から議案第８号までの令和３年度中泊町

一般会計予算及び各特別会計予算については、議員全員の委員をもっ

て構成する予算特別委員会を設置し、これに付託の上審査することに

したいと思います。ご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（長利 司君） 異議なしと認めます。

したがって、議案第２号から議案第８号までの令和３年度中泊町一

般会計予算及び各特別会計予算については、議員全員の委員をもって

構成する予算特別委員会を設置し、これに付託の上審査することに決

定しました。

◎日程第４１ 請願第１号

〇議長（長利 司君） 日程第４１、請願第１号 中泊町運動公園陸上競技場

の整備を求める請願を議題にします。

本件は、総務文教常任委員会に付託しておりますので、審査結果に

ついては、総務文教常任委員長に報告を求めます。

川山委員長。

（総務文教常任委員長 川山光則君登壇）

〇総務文教常任委員長（川山光則君） 委員長報告をいたします。

令和２年第４回定例会におきまして当委員会に審議を付託されまし

た請願第１号 中泊町運動公園陸上競技場の整備を求める請願につい

て、１月２８日に当委員会を開催し、審査した結果をご報告いたしま

す。

中泊町運動公園陸上競技場は、現在第４種公認競技場は廃止となっ

ており、好成績を出しても選手の成績は非公認記録となり、日々練習

に励んでいる子供たちは、記録を残せないという我慢を強いられてい

る。このような現状を、本人はもとより、保護者や関係者も残念に思
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い、改修を望んでいます。

このような状況から、財政面が厳しいのは承知しているが、様々な

助成補助事業などを考慮しつつ、子供たちの将来のためにも陸上競技

場の整備は必要であるなどの意見もあり、採決を行った結果、趣旨を

認め、全会一致をもって採択すべきものと決定いたしました。

以上で、委員会報告を終わります。

〇議長（長利 司君） 委員長報告に対する質疑はありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（長利 司君） 質疑なしと認め、これで質疑を終わります。

これから討論を行います。討論ありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（長利 司君） 討論なしと認め、これで討論を終わります。

請願第１号を採決します。

お諮りします。本件は委員長報告のとおり採択することにご異議あ

りませんか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（長利 司君） 異議なしと認めます。

したがって、請願第１号は委員長報告のとおり採択することに決定

しました。

◎散会の宣告

〇議長（長利 司君） 以上で本日の日程は全部終了しました。

本日はこれで散会します。

散会 午前１０時２６分
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第１回中泊町議会定例会

令和 ３年 ３月 ９日（火曜日）

〇議事日程 第２号

１ 一般質問

〇出席議員（１３名）

１番 田 中 洋 君 ２番 今 博 子 君

３番 成 田 直 人 君 ４番 秋 元 隆 君

５番 塚 本 悦 子 君 ６番 荒 関 富 雄 君

７番 秋 田 博 君 ８番 川 山 光 則 君

９番 青 山 雅 晴 君 １０番 沖 崎 勲 君

１１番 野 上 憲 幸 君 １２番 野 上 祐 一 君

１３番 長 利 司 君

〇欠席議員（なし）

〇出席説明員

町 長 濱 舘 豊 光 君

副 町 長 横 野 彰 吾 君

教 育 長 米 塚 鈴 子 君

代 表 監 査 委 員 葛 西 昭 文 君

総 務 課 長 葛 西 成 芳 君

財 政 課 長 毛 内 康 裕 君

総 合 戦 略 課 長 三 上 晃 瑠 君

税 務 課 長 太 田 光 平 君

町 民 課 長 山 中 哲 哉 君

福 祉 課 長 木 元 剛 君

環 境 整 備 課 長 藤 本 雅 久 君

農 政 課 長 古 川 幹 人 君
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水 産 商 工 観 光
越 野 進 一 君課 長

小 泊 支 所 長 加 藤 孝 典 君

教 育 次 長 成 田 勝 輝 君

総 務 学 務 課 長 藤 田 康 久 君

会 計 課 長 下 山 貴 子 君

上 下 水 道 課 長 阿 部 明 君

〇職務のため出席した事務局職員

事 務 局 長 宮 越 裕 子 君

総 務 課 木 村 将 師 君
行 政 情 報 係

総 務 課 佐々木 一 哉 君
行 政 情 報 係
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開議 午前１０時００分

◎開議の宣告

〇議長（長利 司君） おはようございます。ただいまの出席議員数は１３人

です。定足数に達していますので、これから本日の会議を開きます。

本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。

◎日程第１ 一般質問

〇議長（長利 司君） 日程第１、一般質問を行います。

５番、塚本議員の質問を許可します。

塚本議員。

（５番 塚本悦子君登壇）

〇５番（塚本悦子君） おはようございます。議席５番、塚本悦子でございま

す。日々コロナの話題で憂鬱になる毎日ですけれども、一日も早い終

息を願っております。

それでは、通告に従い、質問させていただきます。コロナ下におけ

る諸問題についてであります。２０１９年１２月、中国、武漢市にお

いて最初に新型ウイルスの集団感染が確認されました。以来、なお世

界中で猛威を振るい、拡散しております。これは、医療のみならず、

社会経済にも大きな影響を与えています。このコロナ下において、自

治体の在り方が問われています。

そこで、まず１点目として、目まぐるしく変化する新型コロナの影

響で、全国的に自治体の税収は２０２０年度と比較して大幅に落ち込

むと予想されております。その中にあって、２０２０年度の現在の町

の税収の現状と、そして次年度への展望はどのように考えていらっし

ゃるか、その概略をお聞かせ願います。

２点目として、それに伴い、自然災害、医療、福祉、農林水産の経

済被害などに対し、町は暮らしと地域経済を守るため、今後事業の見

直しを含め、どのように行財政を進めていくのかお聞かせ願います。

以上でございます。

〇議長（長利 司君） 塚本議員の質問に対する答弁を求めます。

濱舘町長。

（町長 濱舘豊光君登壇）

〇町長（濱舘豊光君） 塚本議員のほうから、新型コロナウイルス関連のご質
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問、２点頂戴したと受け止めております。新型コロナウイルスの影響

で次年度の税収等の減収が見込まれていると、先日新聞報道でもあっ

たわけでありますが、この部分の税収の見込み等につきましては、後

ほど税務課長のほうからご答弁をさせていただくこととして、私のほ

うからはそれらに関しまして町としてどのように考えて対応していく

のかという部分についてお答えをさせていただきます。

今、議員のほうからご指摘があったように、新型コロナウイルス感

染症の影響、これは全国的というか、世界的に受けているわけであり

まして、世界の経済も日々コロナウイルス関連で動いているという状

況の中で、我々日本の自治体の中でも行政運営に大きな影響を及ぼし

ているというふうに私自身も受け止めております。そうした中で、当

町の町民の暮らし、経済を守るため、どのように考えて行政運営をさ

せていただいているのか、その部分の私の考えを述べさせていただき

たいと思います。

国からの交付税も減少傾向にある中で、新型コロナウイルス感染症

の影響による税収の減少というものは、全国の自治体における共通の

課題であろうというふうに認識をしてございます。総務省のほうでは、

地方自治体の税収不足を穴埋めする地方債として、減収補填債という

ものの令和２年度限りの対象拡大を公表しております。大幅な税収減

が見込まれる自治体の支援を打ち出しているということであります。

このような中、当町における行政運営につきまして、最上位計画で

あります長期総合計画、１０年スパンで計画を立て、５年ごとに実施

計画等を見直しているわけでありますが、こちらのほうに掲げた将来

像「豊かな自然とともに創る、暮らす、未来へつなぐ自立と協働のま

ち 中泊」、この考え方の下、どのような状況下にあっても、まずは

町民の生命と財産を守るということを第一に進めることに変わりはな

いというふうに認識してございます。

議員ご質問の事業の見直し等による対応につきましては、常にその

時々、環境の変化に対応するために継続的に取り組んでいるところで

ございまして、新型コロナウイルス感染症対策支援事業等でもできる

だけ迅速に対応させていただいております。

現在進行中の大規模事業につきましても、これは状況を見ながらで

ございますが、現状計画どおりに進めてまいりたいというふうに考え
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てございます。

また、投資的建設事業等の大規模事業につきましては、住民サービ

スの低下を招くことがないよう、優先順位を常に考えながら計画を見

極め、取り組んでまいりたいというふうに考えてございます。

今後も国、県等の支援政策を注視しながら、使える財源は積極的に

使うという姿勢を持ちながら財源の確保に努め、２月２５日に尾別地

区での風力発電事業を進める企業と協定を締結させていただいたよう

に、企業版ふるさと納税等も積極的に活用しながら、新たな財源確保

についても進めてまいりたいというふうに考えてございます。

この「大地の恵と海の幸」豊かな中泊町を守り育て、未来を担う人

材づくりも進め、当町がこれからも持続、継続、発展していけるよう、

自信を持って未来につなぐ町政運営に努めてまいりたいと考えてござ

います。

なお、当町の税収の各数値等に関することは、先ほど申し上げまし

たとおり、担当の税務課長のほうからご答弁をさせていただきます。

私からは以上でございます。

〇議長（長利 司君） 太田税務課長。

（税務課長 太田光平君登壇）

〇税務課長（太田光平君） 私からは、塚本議員ご質問の２０２０年度、令和

２年度現在の町の税収の現状と次年度への展望はどのように考えてい

るのかの２点についてお答えいたします。

最初は、１点目の２０２０年度、令和２年度、町の税収の現状とい

うことで、令和３年１月末現在の税収についてお答えいたします。町

税の調定額は、現年で９億３，２１４万８，０００円、収納額は８億

４，４１６万６，０００円となり、収納率は９０．５６％、対前年同

期で２．４３％増となっております。主な内容につきましては、町民

税が調定額３億６，０４０万５，０００円、収納額は２億８，１１４

万９，０００円となり、収納率は７８．０１％、固定資産税が調定額

４億４，０２０万８，０００円、収納額は４億３，２２７万円となり、

収納率は９８．２０％、軽自動車税は調定額４，０４４万６，０００

円、収納額は３，９６５万７，０００円となり、収納率は９８．０５

％となっております。

次に、２点目の次年度への展望についてお答えいたします。２０２
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１年度、令和３年度の予算では、町税全体では対前年度比８，５７０

万円減、率にしてマイナス９．６％の８億２８１万５，０００円を見

込んでおります。主な要因としては、コロナウイルス感染症拡大防止

の観点から行われた国の緊急事態宣言等の影響で、給与収入及び営業

収入が大幅に減少すると見込まれておるところです。

当町において、どの程度の経済的影響があるのかということですが、

当町は第一次産業が主な業種となっておりますので、他の都市部の市

町の産業形態とは大分違うと考えられます。このことから、当町の農

業については大きな減収はないものと予測しております。また、漁業、

個人事業主については、現在廃業等について問合せがないことから、

大幅な減収はないと思いますが、ある程度の減収はあるものと見込ん

でおります。給与所得者におきましては、解雇等の徴収猶予等の申請

はございませんが、給与の減収があるものと考えられますので、個人

町民税合計で対前年度比マイナス８．７％減、マイナス２，４０７万

６，０００円の減収を見込んだところであります。

法人町民税につきましては、対前年度比マイナス７．７％減、マイ

ナス２３７万５，０００円の減収を見込んでおります。

固定資産税につきましては、３年に１度の評価替えに伴い、土地、

家屋の下落、償却資産においては津軽風力発電株式会社の経年による

減、マイナス１，５００万円や、令和３年度１年限りのコロナの軽減

措置、企業の償却資産の新規設備投資が考えられない状況等から、令

和３年度においてはマイナス１４．２％減、マイナス５，８８９万円

の減収になると見込んでおります。

昨年から発生しておりますコロナウイルス感染症においては、今ま

で経験をしたことのない経済的影響のため、あくまでも予測の範囲で

の試算であることをご了承願います。

以上でございます。

〇議長（長利 司君） 再質問はありませんか。

塚本議員。

〇５番（塚本悦子君） ご丁寧な答弁、課長さん、ありがとうございました。

町長さんの暮らしと命を最優先に守るのだと、そして新たな税収を増

やすことをとても力強く発信していただいて、ありがとうございます。

そして、大きな事業は見て、徐々に精査していくとのことで、ありが
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とうございます。承知いたしました。

現在は、不確実な時代において、コロナに打ち勝つことが必要だと

思います。町民の健康と生活を守る町の真価が今問われているところ

でございます。何事も努力次第でございます。そして、職員の役割も

非常に大きいと思います。皆さんの一層の活躍に期待を申し上げて、

質問を終わります。ありがとうございました。

〇議長（長利 司君） これをもちまして塚本議員の質問を終了します。

３番、成田議員の質問を許可します。

成田議員。

（３番 成田直人君登壇）

〇３番（成田直人君） 改めて、おはようございます。３番議員の成田でござ

います。議長のお許しをいただき、あらかじめ提出しております通告

書の内容に沿って質問いたします。質問事項は、大別して２点であり、

人口減少についてとコロナ禍での観光戦略についてであります。

第１点目は、人口減少についてであります。全国の各自治体の重要

課題である人口減少については、行政として様々な対策を打ち立てて

いるものの、歯止めがかからない状況下にあります。このことは、中

泊町もご多分に漏れずであり、少子高齢化が進み、まさに人口減少時

代に突入しております。

自然動態では、死亡数が出生数を上回る自然減、そして社会動態で

は転出数が転入数を上回る社会減の状態であり、いずれもマイナスで

推移し続ける中にあって、人口減少が加速度的に進むことによって、

地域社会の発展や活力が損なわれ、地域機能の低下を招くなど、懸念

材料が増えることにつながります。

しからば、中泊町の人口減少がどのような数値で推移しているのか

については、人口変遷データによると、４０年前の１９８０年、昭和

５５年の旧中里町と旧小泊村の総人口は１万９，９６８人あり、それ

をピークに人口が減り続け、１９９０年では１万７，３５４人、２０

００年では１万５，３２５人、２０１０年では１万２，７４３人、そ

して２０２０年では１万５６８人となっております。このことから、

１９８０年から２０２０年までの４０年間では、９，４００人の大幅

な減少となっております。

一方、１０年スパンで見ると、２，０００人余りの急激な右肩下が
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りで推移し、しかも人口推計データによると、２０２５年以降に８，

０００人を割り込むとの厳しい予想がされております。

そこで、中泊町が持続的な発展と活力のあるまちづくりを目指して

いくために、人口減少の課題は避けて通れないと思いますが、町長は

現状をどのように認識し、人口減少という課題について、基本的にど

のような考えをお持ちか伺います。

第２点目として、コロナ禍での観光戦略についてであります。中泊

町の観光入り込み客数は、平成２６年から平成３０年までの５年平均

で２４万６，０００人と、横ばい状態を維持していることは、厳しい

観光環境にあって、官民一体となって観光の産業化に向け、尽力して

いることの表れであると認識しております。

また、中泊町観光ビジョンでは、観光資源、地域資源を再利用、活

用し、収益性を持つ観光コンテンツとして再構築すべくニューツーリ

ズムを基軸に据えた観光振興を推し進め、そして観光入り込み客数の

増大を目指すことを基本とするとのことは、中泊町の観光に対する思

い入れや熱意が十分に伝わる意思表示となっており、私なりに評価し

ております。

しかし、昨年１月半ばに初確認された新型コロナウイルスは、瞬時

に世界中で流行したことから、その感染拡大予防策の一環として、緊

急事態宣言の発令、渡航、入出国禁止や不要不急の外出自粛など、制

限措置が講じられ、加えて各種イベント等は開催の中止、延期、そし

て開催規模の縮小などを余儀なくされ、状況が一変したものと推察い

たしております。

そこで、新型コロナワクチン接種が開始される方向にあることから、

収束への曙光が見えつつあるものの、観光環境が完全な形に戻るには、

相当な時間を要するとの情勢を踏まえ、コロナ禍での観光戦略は新た

な視点で望む必要があると思われるが、その点どのように考えている

のか伺います。

以上です。

〇議長（長利 司君） 成田議員の質問に対する答弁を求めます。

濱舘町長。

（町長 濱舘豊光君登壇）

〇町長（濱舘豊光君） 成田議員のほうから、人口減少という大きな流れの中
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に対する私の認識と現状のコロナ禍における観光のものの考え方につ

いてのお尋ねがあったというふうに受け止めてございます。

まず、１点目の人口減少、それに関わる重要課題についてでござい

ますが、この人口減少という現象というか事象は、当町のみならず全

国的な傾向、問題、課題であるというふうに認識してございます。急

激に進んでいる過疎化と相まって、少子化が起こり、結果として人口

減少ということになっていると。直接的、間接的に住民の生活、地域

経済、地方財政に影響を及ぼすということが懸念されているわけであ

ります。

そうした中で、我が町でございますが、一次産業を基本としたある

意味強みを持っている地域でありまして、その強みを生かすというこ

とで、キャッチフレーズとしてまちづくりの基本に「大地の恵と海の

幸」、このことを使いながら、農業と漁業をしっかり暮らしていける

ものにしていくのだという方向性を、平成１７年の合併以来、その方

向性を持ちながら町政を進めてきたというふうに私自身も認識をして

いるところでございます。

そこで、平成２８年３月には、町の最上位計画でございます中泊町

長期総合計画と連動する形で中泊町人口ビジョンと中泊町まち・ひ

と・しごと創生総合戦略というものを策定させていただきまして、今

後の目指すべき将来の方向と取組について計画をし、それを推し進め

てきたというところでございます。

しごとづくり、ひとづくり、まちづくり、この３つの好循環の確立

に取り組むことを最重要課題として位置づけ、係る７項目を重点プロ

ジェクトとして取り組んでおるところでございます。

まず、１つ目でございますが、地域資源を「活力」に変える地域産

業振興プロジェクト、農業分野では中泊町地域農業の未来に向けての

提案書というものを昨年出させていただいたわけでありますが、町の

計画をつくり、国及び県と連動しての圃場整備事業、この地域でもほ

ぼ一番の圃場が整備されているのではないかと私自身思っておるわけ

でありますが、その整備された圃場を利用したスマート農業、これは

昨日の県議会でもスマート農業が話題になりまして、圃場の大規模化

とスマート農業ということで、県自身も進めていって、それによって

省力化、農業の生産性を上げていくということに取り組んでいるわけ
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でありますが、そういう実証事業にも取り組みながら、農業の高収益

化を目指すと。

一方では、作物そのものが高収益を上げられるものを選んでいくと

いうことで、シャインマスカットなどの高収益作物への転換、これは

米だとどうしてもなかなか稼ぎを上げるのが難しいということで、高

収益作物であるシャインマスカット等への転換、ほかにアスパラとか、

ブロッコリーとか、様々あるわけでありますが、さらにはそういう農

作物の選択だけでなくて、中泊町畜産クラスター、畜産によるブドウ

の房のような産業をつくっていこうということで、畜産クラスター協

議会も設立をし、飼料用米の作付だとか、わら焼き防止にもつながる

わらの活用、稲わらの活用等も進めながら、自給肥料の利用の拡大も

図っているところであります。

また、漁業、これは成田議員のほうの本業であるわけでありますが、

漁業のほうでは育てる漁業への転換を進めてございます。ご存じのと

おり、マツカワガレイの養殖事業ですとか、昆布の試験養殖事業、ナ

マコの幼生放流事業、ウスメバルの稚魚の放流事業、アワビの稚貝の

放流等をずっと継続して行っているところであります。

このほか、つくったものは、今度は売らなければいけないわけです

から、販路の拡大を目指すということで、トップセールス等に出向き

ながら、町内の企業による新商品開発等の支援も行っているところで

あります。

２つ目でございますが、まちに「賑わい」を引き寄せる観光・交流

プロジェクトとして、中泊町観光ビジョンを策定させていただき、津

軽海峡メバル等の地域資源の磨き上げを進めているところでありま

す。メバル関連の商品、どんどん、どんどん増えておりまして、今月

も３月１５日と３月２２日には、それぞれ新たな商品の発表をさせて

いただく予定としてございます。

取組の中核となってございます組織、中核にしていく組織、一般社

団法人中泊町文化観光交流協会、この設立に向け、先日発起人会を開

催させていただき、さらには津軽圏域１４市町村での地域連携ＤＭＯ、

一般社団法人、これは弘前にあるわけですが、クランピオニー津軽と

いうＤＭＯ組織にも参画をしてございまして、観光地域づくりを進め、

今落ち込んでいるインバウンド、海外からの外客の対応可能な稼げる
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観光に取り組んでまいりたいと考えてございます。

３つ目になりますが、中泊へ「暮らそう」・「帰ろう」移住・定住プ

ロジェクトということもやってございまして、当町の魅力等に係る各

種情報発信、移住環境の整備のほか、当町への移住、定住の促進及び

中小企業等における人手不足の解消のため、県と共同で移住支援事業

も進めてございます。その事業の中では、東京圏から１世帯ではござ

いますが、３人の方の移住をお手伝いさせていただき、１人の方の町

内での移住、起業支援にもつながっているところであります。

４つ目の地域で育む・成長する子育て応援プロジェクトといたしま

して、子育て支援制度の充実を図るほか、若い世代が安心して子供を

産み、育てられる切れ目ない支援を展開してございまして、出産後の

各種検診、保健サービスの実施、ゼロ歳児からの保育料無償化、高校

生までの医療費無料化等も行っているところであります。

５つ目の中泊の未来を担う人材を育む教育推進プロジェクトといた

しましては、地域とのつながりのある学校づくりに向けて、地域の特

性や教育力を生かした教育環境づくりを進めてございます。議員の地

元であります小泊地域では、小中一貫校、これは中泊町立小泊小学校

小泊中学校というのが正式な名称なのでございますが、仮称といたし

まして、小中一貫校「こどまり学園」と先日名称が決まったわけであ

りますが、この建設事業が進んでございまして、また町内小中学校を

対象とした教育ＩＣＴ環境の整備等も進めているところでございま

す。

６つ目のいざというときの「備え」・「支え合い」、災害に強い地域

づくりプロジェクトといたしましては、地域の住民が正しい情報、知

識を持って避難できるよう、地域の実情に即した防災対策を進めてい

るところでございまして、防災訓練を実施し、避難路、手段の明確化

及び避難所の確保、機能強化、自主防災組織の設立促進に努めている

ところでございます。

なお、先日新聞報道で中泊町のこの防災担当の職員、専門にやって

いる職員がゼロというふうに出ておったわけでありますが、問われ方

に対して答えたのが、それだけをやっている職員を置いているかどう

かという受け止めでゼロと言ったわけですが、主に防災を担当しつつ、

ほかの仕事もやる職員ということで、今２名プラス１名と、全部で３



- 26 -

名ということでやってございまして、この防災の対策にも力を入れて

まいりたいというふうに考えてございます。

７つ目でございますが、いつまでも健康に安心して暮らせる地域安

全・安心プロジェクトとして、誰もが住み慣れた地域でいつまでも健

康に安心して暮らせるよう、地域見守り隊活動の推進、住民同士の見

守り、支え合い等の活動、切れ目のない支援体制の構築に努めてまい

りたいと思っております。宅配、移動販売等による買物支援サービス

実証事業の推進ですとか、健康増進のための取組強化も推進してまい

ります。

今朝の報道でまたあったのですが、小泊から中里のほうに来ている

地域連絡バスのトランクのところを使って、小泊の鮮魚の関係ですと

か、水産加工品などを直売所であるピュアで販売するための物流の仕

組みを県と一緒になって実践したりしてございます。

また、現在整備に着手しております中泊町総合福祉健康センター、

温泉つきの施設でありますが、この完成の際には、その施設を中心と

した寝たきりにならないための運動の支援ですとか、集まる場所です

とか、そういう機能を持たせた場所づくりにも取り組んでまいりたい

というふうに考えてございます。

以上、人口減少及び重要課題に係る取組についてお答えをさせてい

ただきました。この人口が減るということは、なかなかこれを止める

というのは難しいと私自身も認識してございます。今後人口を増やす

ことは簡単ではないというふうな認識でございまして、だからこそ、

であればこそ、漁業と農業でしっかり食える、我々の強みである一次

産業でしっかりと食える地域を目指し、そこで経済を成り立たせると

いうことが安心して暮らしていける地域をつくるということにとって

は一番大事なことではないかなと思っております。

人口を増やすことができないから諦めるのではなくて、現状をきち

んと見据えて、取るべき対策をしっかりと講じながら進めていくこと

が重要なのではないかなと考えております。一次産業中心の当町にお

いては、しっかりと食べて暮らしていけるということができるなりわ

いの確立、地方でのあずましい暮らしというものを実現してみせると

いうことが大事だというふうに認識してございます。

そのために、様々な取組を進めながら、結果として移住、定住、そ
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れから関係人口、観光とかでつくるわけですが、関係人口を増やすこ

とにつながるのだというふうに考えてございます。

人口が減っていったときに、ただそれを嘆くのではなくて、その人

口規模に応じた暮らし方、暮らしの環境を整えると、いち早く減った

人口に対応できるような地域をつくるということが大事だというふう

に思っております。それがこの町が進める希望の町につながるのでは

ないかなというふうに認識してございます。

続きまして、コロナ禍における観光戦略の考え方についてでござい

ますが、議員がおっしゃるとおり、昨年はコロナの影響によりまして、

なかどまりまつり、中止せざるを得なかったわけであります。しかし

ながら、その一方で感染拡大防止に最大限の配慮をしながら、ビーチ

サッカーフェスタやらせていただきました。宮越家離れ、庭園の試験

公開もやらせていただきました。青森市でのイガ米～きてけフェア、

それからめぇものフェアもやらせていただきました。感染防止、感染

予防に取り組みながらやっていく、やれるものはやっていく、どうす

ればやれるのかを考えていくということが大事なのではないかなと考

えてございます。

こうしたコロナ禍ではございましたが、先ほど申し上げましたよう

なイベントでは、１万８，０００人ほどの来場者が見られ、飲食店や

小売店、出店者などの外貨獲得につながる効果があったものというふ

うに私自身も感じてございます。

来年度以降の観光戦略でございますが、イベントの実施や事業の展

開については、現在町で昨年３月に策定した観光ビジョンに掲げてあ

るとおり、ニューツーリズム、着地型旅行商品というものがあるわけ

でございますが、この商品を我が町の強みである宮越家を中心とした

大正浪漫という切り口で、観光振興を着実に展開していくための準備

を怠りなく進めてまいりたいというふうに考えてございまして、その

準備の一端が今年度国の地方創生臨時交付金などを活用した新たな生

活様式に沿った店舗等の改修事業をやらせていただきました。

実績は、１０件で１，２２０万円の補助をさせていただいたわけで

ありますが、そのほか駅ナカの環境整備、駅ナカにエアコンとか、空

気清浄機とか、換気扇とかを新たに整備したわけでありますが、あと

観光ＰＲ看板、もう議員各位におかれても観光ＰＲ看板がきれいにな
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ったというのを御覧いただいているものと思いますが、町内４か所整

備をさせていただきました。それから、宮越家離れ、庭園のウェブサ

イト、ホームページちゃんと作りまして、また大変売行きのよかった

お菓子、詩夢庵、これをお土産品の開発、缶バッジですとか、今北洋

硝子さんと組んでグラスですとか、そういう商品の開発などもさせて

いただいております。

ウィズコロナ、コロナ禍の観光戦略としては、確かにオンラインや

通信販売等での事業展開も有効な手法の一つであるというふうに考え

ているわけでございますが、町といたしましてはアフターコロナの備

えとして、先ほど申し上げました弘前発の広域のＤＭＯでございます

クランピオニー津軽との連携などを見据えながら、町内の観光関連事

業者が一体となって交流事業の拡大が図れる体制づくり、しっかりと

した土台づくりが急務であろうというふうに考えてございます。

そこで、昨年来から観光ビジョン推進委員会で新たな組織の立ち上

げについて検討していただき、先ほども申し上げました中泊町文化観

光交流協会、今年の１月２６日に設立発起人会を発足させていただき

まして、文化の継承、観光の振興、国際交流の推進を目的とした一般

社団法人を本年４月１日を目途に設立する予定としているところでご

ざいます。

４月からは、地域おこし協力隊、これは国がつくっている制度でご

ざいますが、こちらの隊員採用の予定もございまして、先日東京で面

接をしてきたわけでありますが、しっかりとした人材の確保も行いな

がら、新協会が独自の旅行商品を取り扱い、多くの方々に来て、見て、

買って、食べて、喜んでいただけるよう取り組んでまいりたいという

ふうに考えてございます。

国際交流のほうも積極的に推進し、外国人が訪れてもあずましい町、

住民が誇れる町、選ばれる中泊町を目指して、観光振興、コロナ禍で

はございますが、臆することなく推進してまいりたいというふうに考

えてございます。

以上でございます。

〇議長（長利 司君） 再質問はありませんか。

成田議員。

〇３番（成田直人君） 町長さんから、一次産業を踏まえたあらゆるジャンル
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のもので考えをいただきました。ありがとうございました。

人口減少もそうだし、コロナの関係の観光戦略もそうなのですが、

かなり難しい部分であるので、再質問というよりも確認していただき

たいのは、やっぱりあずましい地域づくりに期待していると。それは、

観光もそうだし、それを踏まえながら、私たちも議員でございますか

ら、一緒に、共になっていい中泊町をつくっていくために努力してい

きたいと思います。

以上で質問を終わります。ありがとうございました。

〇議長（長利 司君） これをもちまして成田議員の質問を終了します。

２番、今議員の質問を許可します。

今議員。

（２番 今 博子君登壇）

〇２番（今 博子君） ２番、今博子です。ただいま議長より許可をいただき

ましたので、これからの中泊町の発展のため、多くの町民が期待と関

心を持っている宮越家離れ、庭園について質問させていただきます。

昨年試験公開として１１月に、またそれに先駆け、地域の皆さんに

も理解を深めてもらうため、多くの方々に見ていただき、たくさんの

ご意見や感想をいただきましたが、誰もがすばらしいものだと納得し

ていたように感じられました。

そして、一般公開では慣れない宮越家ボランティアガイドの会の皆

さんが日々勉強し、努力を重ね、貴重な町の宝物を傷つけることなく、

無事終えることができました。しかし、そこからの課題も多く見つか

りました。

また、あくまでも個人の所有物であることから、公開してくれるこ

とを感謝し、大切に扱いながら、携わる人誰もが細心の注意を払い、

宮越家離れ、庭園を案内できることを誇りに思い、ガイドに取り組ん

できました。

そこで、１つ目の質問ですが、宮越家離れ、庭園の老朽化、劣化等

が見られるが、持続可能な保存、そして活用の体制を確立していくた

め、修理や維持管理など、どのように進めていく考えなのかお伺いし

ます。

この質問においては、以前塚本議員よりも行われましたが、一般公

開が行われ、新たに気づいた点も多々増えたものと思われることから、
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具体的な対応策をお願いします。

２つ目に、大変貴重なものであることから、盗難や焼失、災害等の

対応策はどのように考えているものなのかお伺いします。

３つ目に、地域住民の誇りとして継承されていくべきものであり、

中泊町の歴史、文化としての財産である宮越家離れ、庭園を活かした

まちづくりの推進が求められているものと思っています。町では、文

化の町、中泊町としてイメージを上げていくため、ブランド戦略を展

開していくとしているが、宮越家離れ、庭園に関して、これからどの

ようなまちづくりの戦略を考えているものかお伺いします。

そして最後に、ボランティアガイドの方々のこれからについてです

が、ボランティアガイドの方々は宮越家離れ、庭園に魅力を感じ、心

から応援したいと思い、携わっていくことで、見た方の口コミなどに

より、中泊町が広く普及啓発へとつながることを願っているわけであ

ります。このボランティアガイドの会をこれからどのような立ち位置

とし、どのような方向へと持っていこうとしているのかお伺いします。

以上、よろしくお願いします。

〇議長（長利 司君） 今議員の質問に対する答弁を求めます。

濱舘町長。

（町長 濱舘豊光君登壇）

〇町長（濱舘豊光君） ただいま今議員のほうから、宮越家離れ、庭園に関す

る４点の質問を頂戴したというふうに受け止めてございます。４点の

うち、宮越家の離れだとかお庭だとかの老朽化だとか、その維持だと

か、保存だとか、そういう部分についての１番、２番の質問があった

わけでありますが、この部分につきましては後ほど教育長のほうから

ご答弁をさせていただき、ボランティアガイドの会、大変お世話にな

ったわけでありますが、今後どのようにボランティアガイドの会、様

々協力をいただきながらやっていこうとする考え方なのかは、担当課

長のほうからご答弁をさせていただくといたしまして、私のほうから

はこの宮越家の離れ、庭園というものをうまく生かしたまちづくりと

申しますか、今大正浪漫かほる中泊町というふうなキャッチコピーで、

また進めさせていただいているわけでありますが、その部分につきま

してお答えをさせていただきたいと思います。

今議員におかれましては、宮越家の公開に当たって、ボランティア
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ガイドの会会員として、昨年１１月の一般公開等のときにも大変なお

力添えをいただいたことに関しまして、この場をお借りして改めて感

謝を申し上げます。また、傍聴においでのボランティアで活動された

方々に関しましても、この場を借りて御礼を申し上げたいというふう

に思います。

議員ご承知のとおり、宮越家離れ、庭園の一般公開では、用意をさ

せていただいたマックスのチケットでございますが、４，１８５枚入

場チケットを用意させていただいたわけでありますが、３，１１０名

の方にお越しをいただいたと。率にいたしますと７４．３％と、非常

に多くの方々においでいただいたというふうに自身受け止めてござい

ます。また、お越しいただいた方々からは、たくさんのお褒めの言葉、

称賛のお声を頂戴しておることも、また事実であります。

今後の宮越家離れ、庭園を生かしたまちづくりの戦略ということに

なるわけでありますが、公開中に実施をさせていただいたアンケート

調査、やらせていただいたわけですが、この結果を見ますと、まず来

場者の方々の所属というか、属性でございますが、町内の方というの

は５．１％、１５０名程度、町外であって県内の方々というのが多く

て、８８％、２，７５０名なわけであります。コロナ禍であったわけ

でありますが、県外からは６．９％、町民の５．１％を上回る６．９

％、２１０名ほど県外からもおいでいただいたというのが総体的な属

性の状況でございます。この県外の方々の中には、遠くは九州、熊本

の方、それから四国、徳島県の方など、静岡とか、全国各地からお越

しをいただいたわけであります。

しかしながら、先ほど来議論をさせていただいているとおり、コロ

ナ禍ということで、ある程度ブレーキかかった部分は否めないのでは

ないかなと思っております。逆に言いますと、県外からのお客さんは、

このコロナの状況が、ワクチン接種が増えて静まってくれば、まだま

だ期待できるのではないかなと、今後の情報発信の仕方の工夫、それ

から受入れ方の体制の工夫、これによってはまだまだ伸ばしていける

のではないかなというふうに期待をして、感じているところでござい

ます。

また、町が設置をさせていただきました宮越家住宅・資料保存活用

検討委員会の専門家の皆様の調査によりますと、宮越家の第９代当主、
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正治氏によって造営された離れ、庭園は、正治氏の漢詩集に冠せられ

た、名前がつけられた静川村荘という名称、また文庫蔵に残されてい

た書簡からうかがわれます日本画家、橋本関雪との密接な交流、橋本

関雪からは８０通近い書簡が発見されているわけでありますが、この

橋本関雪が手がけた京都、銀閣寺のすぐ近くにあります白沙村荘がモ

デルになったのではないかと推測されたところであります。

昨年１１月の一般公開終了後、私は同級生にねぶた師の竹浪比呂央

氏がおるわけでありますが、この竹浪比呂央氏が橋本関雪記念館とご

縁があったということもありまして、先ほど申し上げた宮越家の静川

村荘と白沙村荘の関わりを少しでも解明させていただこうと思いまし

て、齋藤博物館長とともに京都にあるこの白沙村荘を訪ねさせていた

だきました。ルーツを探ってまいったわけであります。

実際にほとんど同じようなつくりだとか、お庭にある置物だとか、

確認されたわけでありまして、写真を持ってまいりましたら、その写

真を確認した橋本関雪先生のひ孫に当たる白沙村荘、記念館あるわけ

でありますが、副館長の方からは、本当に似ているねと、宮越家の離

れの縁側の部分、ひさしが延びている縁側の部分の写真を見て、同じ

だねというふうなお言葉もいただいたところでありまして、橋本関雪

の孫に当たる方の配偶者の方、館長さんしておられまして、我々が会

った方の母親に当たるわけですが、２人で一緒に宮越家を見に来たい

というふうな話もいただきました。副館長のほうからは、すぐに情報

発信もさせていただきたいということで、副館長自身が持っているブ

ログのほうでも宮越家のことがすぐに発信されたようであります。

そういう展開の中で、うまく運べば白沙村荘と静川村荘、宮越家の

お庭が姉妹庭園という関係を結びながら、あちらに行ったお客様がこ

ちらにもまた来ていただけるような形もつくれるのではないかなと期

待をしておるところでございます。

今後の戦略といたしましては、県、国の指定文化財を目指して、離

れ、庭園の整備を着実に進めながら、様々な分野において利用が進ん

でいる、今申し上げましたフェイスブックですとか、ライン、インス

タグラムなどのＳＮＳ、ソーシャル・ネットワーキング・サービス、

こういうもののほか、動画共有サイトでございますユーチューブなど

の情報発信ツールを積極的に活用しながら、宮越家を日本全国、また
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は世界に向けて発信してまいりたいというふうに考えてございます。

そのための体制づくりとして、先ほども申し上げたわけであります

が、４月には一般社団法人中泊町文化観光交流協会を設立させていた

だき、国の地域おこし協力隊導入制度を活用しながら、旅行商品を町

独自で開発し、販売できるような資格取得者や、アフターコロナで本

県の観光需要復活が期待されるインバウンド対策要員として、語学が

堪能な方を配置してまいりたいというふうに考えてございます。

先月２５日には、当町に風力発電所を建設する企業、日本風力エネ

ルギーという会社があるわけでありますが、１年間で最大５，０００

万円の寄附を２０年間していただけるという協定を締結させていただ

きました。このことは報道されておりますので、ご存じのことと思い

ますが、その中にこの宮越家の離れ、庭園を守っていくために使って

ほしいというふうなオファーもあるところでございます。

今後宮越家とは、１０年ほどの長期賃貸借契約を交わしつつ、こう

いった財源を活用しながら、地域の光として磨き上げをしてまいりた

いというふうに考えてございます。

今議員におかれましては、今後とも宮越家ボランティアガイドの皆

さんとともに手を携えて、宮越家の応援をしていただければありがた

いというふうに思ってございますので、よろしくお願い申し上げまし

て、私からのご答弁とさせていただきます。よろしくお願いします。

〇議長（長利 司君） 米塚教育長。

（教育長 米塚鈴子君登壇）

〇教育長（米塚鈴子君） 今議員のご質問にお答えします。

まず、１つ目の宮越家離れ、庭園の持続可能な保存、そして活用の

体制を確立していくため、修理や維持管理等をどのように進めていく

のかについてお答えします。今議員ご存じのとおり、平成３０年１２

月に宮越家離れ、庭園は、中泊町文化財に指定され、翌令和元年度か

ら本格的に保存、整備に着手しているところでございます。

令和元年度には、地域代表や専門家によって構成された宮越家住

宅・資料保存活用検討委員会を設置し、作業が進められ、公開活用部

会、建造物部会、ステンドグラス部会、庭園部会の４部会ごとに検討

を行い、これを基にしまして、それぞれ短期的整備方針及び中長期的

整備方針を基本計画とした宮越家住宅・資料保存活用計画を昨年３月
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に策定し、計画的に保存整備を進めてきているところでございます。

令和２年度は、一般公開に向けた整備ということで、庭園の復元整

備として、園路、軒下整備、樹木の剪定、伐採、石造物の修理、そし

て池の底に堆積した土砂などを取り除く池浚渫等や、風雨雪や経年劣

化から達磨堂を保護するための覆屋を仮設するなどの整備を行ってま

いりました。

令和３年度から令和７年度までの５年程度は中期的整備ということ

で、県指定、そしてさらに国指定に向けた環境整備という形で進めて

いく予定でございます。

ただ、今議員ご指摘のように、離れ、庭園の老朽化、劣化等が見ら

れることから、令和３年度の整備に当たっては、まず庭園整備として、

昨年の一般公開で課題として挙げられました水はけの悪い見学園路の

整備、２つ目が池に草が生い茂っていて、景観を損ねていた築山の裏

の池の浚渫、そして３つ目が循環ポンプの埋設、４つ目が破損した石

造物、灯籠の修復などを行う予定でございます。

次に、離れの整備としましては、一般公開時の反省を活かした離れ

出入口の安全確保のための手すりの仮設、ガラス戸及び雨戸や障子戸

の修復を行う予定となっております。令和４年度以降も破損状況等を

踏まえ、専門家による指導の下、整備、修復をしてまいりたいと考え

ております。

続きまして、２つ目の盗難や焼失、災害等の対応策はどのように考

えているのかでございますが、まず令和元年度には無人時や夜間の警

戒のため、防犯カメラ、人感ライトをそれぞれ３か所に、そして赤外

線センサー７台を離れに設置しております。また、侵入防止用の仮設

フェンスを設置するなど、防犯対策を講じております。

次に、地震、暴風等の自然災害や火災時の対応については、消防法

第８条第１項に基づいた防火管理計画書、消防計画書を令和３年度中

に策定する予定でございます。消防計画書には、防火管理者及び火元

管理者等を中心とした防火体制、連絡網を定めるとともに、予防管理

や初期消火体制として自衛消防組織の編成、避難経路、防災教育及び

訓練など、防災、防火管理に必要な事項を記載することとしておりま

す。

この計画書の策定に当たっては、消防署の皆さんと協議しながら、
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よりよい防災、防火対策の在り方について、今後検討してまいりたい

と考えております。

また、各種調査により、母屋、文庫蔵、米蔵など、離れ、庭園と切

り離すことができない宮越家住宅自体が非常に重要な文化的価値を有

することが判明しております。さらに、宮越家資料の予備調査により、

全国の文化人との交流や所蔵品目録の存在、先ほど町長の答弁にもご

ざいましたが、日本画家、橋本関雪作庭の白沙村荘との関連性などが

明らかになりつつあります。

これらの重要な文化遺産を確実に次代に継承していくためには、公

開活用を今後も図りながら、本文化財そのものがつくられた経緯や存

在する意義、例えば１０年前の東日本大震災のときに、水や食料を求

めて争うことなく並んで順番を待っていた日本人の姿が世界中から称

賛されました。また、せんだってあるボランティアガイドさんとお話

をする機会がございまして、そのときにも他を思いやるとか、他の人

のことをおもんぱかる、そういった日本人の心に触れたような、非常

に感銘を受けました。そういった日本人の心や、ヨーロッパのステン

ドグラスとは違う日本文化のみやびに触れるなど、長期的かつ持続可

能な方法で文化財指定や保存整備、今後進めてまいりたいと考えてお

ります。

〇議長（長利 司君） 越野水産商工観光課長。

（水産商工観光課長 越野進一君登壇）

〇水産商工観光課長（越野進一君） 私からは、今議員の４つ目のボランティ

アガイドの会についてのご質問にお答えいたします。

ボランティアガイドの会の皆様には、ガイド養成講座の受講をはじ

め、ガイドシミュレーションへの参加など、お忙しい中の合間を縫っ

て、昨年１１月の一般公開に向けて準備に取り組んでいただきました。

また、町民内覧会、一般公開の３０日間の本番では、寒い日や風の

強い日など、悪天候の中でも町の指定文化財である宮越家離れ、庭園

をどうにか町内外に広く知らしめたいと、おもてなしの心、熱い思い

を持って活動していただき、ガイドの会の皆さんには大変感謝いたし

ております。

公開中に実施したアンケート調査の結果からも、ご来場いただいた

皆様より、ガイドの説明が分かりやすく、親切な対応でよかった、皆
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さんの笑顔、頑張りがすばらしかったと、ガイドの会の皆様を称賛す

る数多くの感想が寄せられておりました。

今年度は、１日１０便、１便１５名、１日最大１５０名のご来場者

に対し、フル回転でご案内、ご説明にご尽力いただきましたが、来年

度は２か月間の公開を計画していることから、ガイドの会皆様のご負

担を軽減すべく、１日８便、１便１０名、１日最大８０名とし、さら

にはご来場者のご意見も反映していくため、試験的に１日８便のうち、

ガイドなしの時間帯を設けながら実施してまいりたいと考えておりま

す。

当課といたしましては、ガイドの会皆様の活躍なくして宮越家離れ、

庭園の公開の成功はないと考えておりますので、今後も引き続き公開

の先頭に立っていただきたく、おもてなしの心、宮越愛を保ちながら、

ご来場者を迎え入れる体制づくり、会の結束力を高める活動に励んで

いただきたいと考えております。ご理解のほどよろしくお願いいたし

ます。

〇議長（長利 司君） 再質問はありませんか。

今議員。

〇２番（今 博子君） 今回答をもらいまして、とてもうれしく思っています。

ただ、宮越家のガイドの方々は、まちづくりの一助を担っているもの

と自覚して取り組んでいく必要があると考えています。そのため、町

長が言う人材づくりという視点からも、教養だけでなく、リスクへの

素早い対応など、あらゆる知識を高めていかなくてはいけないことと

考えています。しかし、まだＡＥＤを触ったことのない方や、また観

光客が倒れたり、大雨で転んだりした場合の対応策など、学ぶべきこ

とがたくさんあるわけです。ただいま教育長よりも消防署との連携が

大切であると言っていましたが、これはやはりボランティアの会とも

密に連絡を取り合わないといけないことかと思っています。

そのため、これからも事務局となる担当の方々には、ボランティア

ガイドの会の成長のため、忙しいのは十分に承知しますが、窓口とな

って、共に取り組んでいけるような時間を多くつくってもらえないで

しょうか。一応これが私からのお願いです。

以上、ありがとうございました。

〇議長（長利 司君） これをもちまして今議員の質問を終了します。
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◎散会の宣告

〇議長（長利 司君） 以上で本日の日程は全部終了しました。

本日はこれで散会します。

散会 午前１１時０３分
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第１回中泊町議会定例会

令和 ３年 ３月１２日（金曜日）

〇議事日程 第３号

１ 報告第 ２号 専決処分した事項の報告及び承認を求めるの件

（令和２年度中泊町一般会計補正予算第１６号に

ついて）

２ 報告第 ３号 専決処分した事項の報告及び承認を求めるの件

（令和２年度中泊町一般会計補正予算第１７号に

ついて）

３ 報告第 ５号 専決処分した事項の報告及び承認を求めるの件

（令和２年度中泊町一般会計補正予算第１８号に

ついて）

４ 議案第 ２号 令和３年度中泊町一般会計予算について

５ 議案第 ３号 令和３年度中泊町国民健康保険特別会計予算につ

いて

６ 議案第 ４号 令和３年度中泊町介護保険事業特別会計予算につ

いて

７ 議案第 ５号 令和３年度中泊町農業集落排水事業特別会計予算

について

８ 議案第 ６号 令和３年度中泊町漁業集落排水事業特別会計予算

について

９ 議案第 ７号 令和３年度中泊町後期高齢者医療特別会計予算に

ついて

１０ 議案第 ８号 令和３年度中泊町水道事業特別会計予算について

１１ 議案第 ９号 中泊町報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正

について

１２ 議案第１０号 中泊町介護保険条例の一部改正について

１３ 議案第１１号 中泊町指定地域密着型サービスの事業の人員、設

備及び運営に関する基準を定める条例等の一部改

正について

１４ 議案第１２号 中泊町野菜集出荷予冷施設条例の一部改正につい
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て

１５ 議案第１３号 中泊町野菜育苗施設条例の一部改正について

１６ 議案第１４号 中泊町道路占用料徴収条例の一部改正について

１７ 議案第１５号 中泊町町道の構造の技術的基準を定める条例の一

部改正について

１８ 議案第１６号 中泊町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関

する条例の一部改正について

１９ 議案第１７号 中泊町ふれあい運動場条例の一部改正について

２０ 議案第１８号 中泊町後継者等育成基金条例の廃止について

２１ 議案第１９号 中泊町診療所条例の廃止について

２２ 議案第２０号 令和２年度中泊町一般会計補正予算第１９号につ

いて

２３ 議案第２１号 令和２年度中泊町国民健康保険特別会計補正予算

第５号について

２４ 議案第２２号 令和２年度中泊町介護保険事業特別会計補正予算

第４号について

２５ 議案第２３号 令和２年度中泊町農業集落排水事業特別会計補正

予算第１号について

２６ 議案第２４号 令和２年度中泊町漁業集落排水事業特別会計補正

予算第１号について

２７ 議案第２５号 令和２年度中泊町後期高齢者医療特別会計補正予

算第２号について

２８ 議案第２６号 中泊町教育委員会委員の任命について

２９ 議案第２７号 人権擁護委員候補者の推薦について意見を求める

の件

３０ 議案第２８号 中泊町老人福祉センターに係る指定管理者の指定

について

３１ 議案第２９号 中泊町小説「津軽」の像記念館に係る指定管理者

の指定について

３２ 議案第３０号 主要農業施設に係る指定管理者の指定について

３３ 議案第３１号 町営住宅使用料の債権放棄について

３４ 議案第３２号 中泊町過疎地域自立促進計画の変更について

３５ 議案第３３号 青森県市町村総合事務組合を組織する地方公共団
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体の数の減少及び青森県市町村総合事務組合の共

同処理する事務の変更並びに青森県市町村総合事

務組合規約の変更について

３６ 発議第 １号 中泊町議会会議規則の一部改正について

３７ 発議第 ２号 中泊町議会災害対策本部設置要綱の制定について

３８ 発議第 ３号 議員派遣について

３９ 次期議会の会期日程及び議会運営に関する事項について

〇追加議事日程（第３号の追加）

１ 議案第３４号 令和２年度中泊町一般会計補正予算第２０号につ

いて

２ 議案第３５号 工事請負変更契約の締結について

〇出席議員（１３名）

１番 田 中 洋 君 ２番 今 博 子 君

３番 成 田 直 人 君 ４番 秋 元 隆 君

５番 塚 本 悦 子 君 ６番 荒 関 富 雄 君

７番 秋 田 博 君 ８番 川 山 光 則 君

９番 青 山 雅 晴 君 １０番 沖 崎 勲 君

１１番 野 上 憲 幸 君 １２番 野 上 祐 一 君

１３番 長 利 司 君

〇欠席議員（なし）

〇出席説明員

町 長 濱 舘 豊 光 君

副 町 長 横 野 彰 吾 君

教 育 長 米 塚 鈴 子 君

代 表 監 査 委 員 葛 西 昭 文 君

総 務 課 長 葛 西 成 芳 君

財 政 課 長 毛 内 康 裕 君

総 合 戦 略 課 長 三 上 晃 瑠 君

税 務 課 長 太 田 光 平 君

町 民 課 長 山 中 哲 哉 君
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福 祉 課 長 木 元 剛 君

環 境 整 備 課 長 藤 本 雅 久 君

農 政 課 長 古 川 幹 人 君

水 産 商 工 観 光
越 野 進 一 君課 長

小 泊 支 所 長 加 藤 孝 典 君

教 育 次 長 成 田 勝 輝 君

総 務 学 務 課 長 藤 田 康 久 君

会 計 課 長 下 山 貴 子 君

上 下 水 道 課 長 阿 部 明 君

〇職務のため出席した事務局職員

事 務 局 長 宮 越 裕 子 君

総 務 課 木 村 将 師 君
行 政 情 報 係

総 務 課
佐々木 一 哉 君行 政 情 報 係
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開議 午前１０時００分

◎開議の宣告

〇議長（長利 司君） おはようございます。ただいまの出席議員数は１３人

です。定足数に達していますので、これから本日の会議を開きます。

本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。

本日は議案の審議を行います。

◎日程第１ 報告第２号

〇議長（長利 司君） 日程第１、報告第２号 専決処分した事項の報告及び

承認を求めるの件を議題にします。

本件について担当課長に説明を求めます。

毛内財政課長。

〇財政課長（毛内康裕君） 報告第２号 専決処分した事項の報告及び承認を

求めるの件についてご説明申し上げます。

令和３年１月２０日付で専決処分をいたしました専決第２号は、令

和２年度中泊町一般会計補正予算第１６号であります。除排雪経費の

不足のため、所要の予算補正を要することから専決処分をしたもので

あります。

２ページを御覧願います。今回の補正予算は、既定の歳入歳出予算

の総額に歳入歳出それぞれ３，０００万円を追加し、歳入歳出予算の

総額を歳入歳出それぞれ９９億６，３１８万円とするものであります。

歳入歳出予算補正について、歳入歳出補正予算事項別明細書により

ご説明いたします。

それでは、最初に歳出についてご説明申し上げます。５ページを御

覧願います。３、歳出。第８款土木費、第２項道路橋梁費、第３目除

雪対策費、１２節委託料に町道除雪委託料として３，０００万円を計

上いたしております。

次に、歳入についてご説明いたします。２、歳入では、歳出の関連

において、第１８款繰入金、第１項基金繰入金、第１目財政調整基金

繰入金に今回の補正財源として３，０００万円を計上しております。

以上、令和２年度中泊町一般会計補正予算第１６号についてのご説

明といたします。

〇議長（長利 司君） 説明が終わりましたので、これから質疑を行います。
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質疑はありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（長利 司君） 質疑なしと認め、これで質疑を終わります。

これから討論を行います。討論はありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（長利 司君） 討論なしと認め、これで討論を終わります。

報告第２号を採決します。

お諮りします。本件は原案のとおり承認することにご異議ありませ

んか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（長利 司君） 異議なしと認めます。

したがって、報告第２号は承認することに決定しました。

◎日程第２ 報告第３号

〇議長（長利 司君） 日程第２、報告第３号 専決処分した事項の報告及び

承認を求めるの件を議題にします。

本件について担当課長に説明を求めます。

毛内財政課長。

〇財政課長（毛内康裕君） 報告第３号 専決処分した事項の報告及び承認を

求めるの件についてご説明申し上げます。

令和３年１月２８日付で専決処分をいたしました専決第３号は、令

和２年度中泊町一般会計補正予算第１７号であります。除排雪経費の

不足のため、所要の予算補正を要することから専決処分をしたもので

あります。

２ページを御覧願います。今回の補正予算は、既定の歳入歳出予算

の総額に歳入歳出それぞれ５，０００万円を追加し、歳入歳出予算の

総額を歳入歳出それぞれ１００億１，３１８万円とするものでありま

す。

歳入歳出予算補正について、歳入歳出補正予算事項別明細書により

ご説明いたします。

最初に、歳出についてご説明いたします。５ページを御覧願います。

３、歳出。第８款土木費、第２項道路橋梁費、第３目除雪対策費、１

２節委託料に町道除雪委託料として５，０００万円を計上いたしてお
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ります。

次に、歳入についてご説明いたします。２、歳入では、歳出の関連

において、第１８款繰入金、第１項基金繰入金、第１目財政調整基金

繰入金に今回の補正財源として５，０００万円を計上いたしておりま

す。

以上、令和２年度中泊町一般会計補正予算第１７号についてのご説

明といたします。

〇議長（長利 司君） 説明が終わりましたので、これから質疑を行います。

質疑はありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（長利 司君） 質疑なしと認め、これで質疑を終わります。

これから討論を行います。討論はありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（長利 司君） 討論なしと認め、これで討論を終わります。

報告第３号を採決します。

お諮りします。本件は原案のとおり承認することにご異議ありませ

んか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（長利 司君） 異議なしと認めます。

したがって、報告第３号は承認することに決定しました。

◎日程第３ 報告第５号

〇議長（長利 司君） 日程第３、報告第５号 専決処分した事項の報告及び

承認を求めるの件を議題にします。

本件について担当課長に説明を求めます。

毛内財政課長。

〇財政課長（毛内康裕君） 報告第５号 専決処分した事項の報告及び承認を

求めるの件についてご説明申し上げます。

令和３年２月１５日付で専決処分をいたしました専決第５号は、令

和２年度中泊町一般会計補正予算第１８号であります。新型コロナウ

イルスワクチン接種体制の確保及び国有林野借り上げに係る債務負担

行為補正を追加するため、所要の予算補正を要することから専決処分

をしたものであります。
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２ページを御覧願います。今回の補正予算は、既定の歳入歳出予算

の総額に歳入歳出それぞれ９６２万３，０００円を追加し、歳入歳出

予算の総額を歳入歳出それぞれ１００億２，２８０万３，０００円と

するものであります。

歳入歳出予算補正について、歳入歳出補正予算事項別明細書により

ご説明いたします。

最初に、歳出についてご説明いたします。６ページを御覧願います。

３、歳出。第４款衛生費、第１項保健衛生費、第１０目緊急対策費、

８節旅費から１７節備品購入費まで、新型コロナウイルスワクチン接

種体制確保の準備経費として、合計９６２万３，０００円を計上して

おります。

次に、歳入についてご説明申し上げます。２、歳入では、歳出の関

連において、第１４款国庫支出金、第２項国庫補助金、第３目衛生費

補助金に新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費臨時補助金

９６１万１，０００円を計上し、第１８款繰入金、第１項基金繰入金、

第１目財政調整基金繰入金に今回の補正財源として１万２，０００円

を計上しております。

続きまして、債務負担行為補正についてご説明いたします。４ペー

ジを御覧願います。第２表債務負担行為補正、１、追加については、

小泊一般廃棄物最終処分場残土処理用地国有林野借上料及び教員住宅

用地国有林野借上料について、本年度で契約の締結を要するものにつ

いて追加設定するものであります。

以上、令和２年度中泊町一般会計補正予算第１８号についてのご説

明といたします。

〇議長（長利 司君） 説明が終わりましたので、これから質疑を行います。

質疑はありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（長利 司君） 質疑なしと認め、これで質疑を終わります。

これから討論を行います。討論はありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（長利 司君） 討論なしと認め、これで討論を終わります。

報告第５号を採決します。

お諮りします。本件は原案のとおり承認することにご異議ありませ
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んか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（長利 司君） 異議なしと認めます。

したがって、報告第５号は承認することに決定しました。

◎日程第４ 議案第２号から日程第１０ 議案第８号まで

〇議長（長利 司君） 日程第４、議案第２号 令和３年度中泊町一般会計予

算についてから日程第１０、議案第８号 令和３年度中泊町水道事業

特別会計予算についてまでを一括議題とします。

本予算については、予算特別委員会に付託して審査いたしましたの

で、委員長に審査結果の報告を求めます。

青山委員長。

（予算特別委員長 青山雅晴君登壇）

〇予算特別委員長（青山雅晴君） 去る３月４日の本会議において、予算特別

委員会に付託されました議案第２号から議案第８号までの令和３年度

中泊町一般会計歳入歳出予算及び各特別会計歳入歳出予算について、

３月１０日及び１１日の２日間にわたり慎重に審査いたしましたとこ

ろ、全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました

ので、ご報告いたします。

〇議長（長利 司君） 委員長報告が終わりましたので、これから令和３年度

中泊町一般会計予算及び各特別会計予算についての総括質疑を行いま

す。質疑はありませんか。

６番、荒関議員。

〇６番（荒関富雄君） 宮越邸の維持管理についてなのですけれども、さきの

一般質問のご答弁の中で１０年間ぐらい貸借して、これから維持管理

されていくと。観光面においては、何か一般社団法人云々というお話

がございましたので、そこいら辺、もう一度どのような構想なのか詳

しく聞かせていただければと思うのですけれども、１０年間借り上げ

というのも初めて耳にしましたし、また観光面において、一般社団法

人に云々というお話も初めて耳にするわけですので、そこいら辺、ど

のような構想をお持ちなのか、町長のお考えをお伺いいたします。

〇議長（長利 司君） 濱舘町長。

〇町長（濱舘豊光君） 宮越家の財産の管理についてであります。このことに
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関しましては、今議会においても、今荒関議員のほうからもお話があ

ったとおり、今議員の一般質問に対して答弁の中でお話しさせていた

だいたわけでありますが、今お尋ねの賃貸借の話、それから社団法人

の話についてお答えをしたいと思います。

宮越家につきましては、保存活用検討委員会、専門家の皆さんにど

ういうふうにして保存、活用していけばいいのかというご議論をいた

だいている中で、まず国指定、県指定、指定文化財としての指定を受

けていくべきではないかということで、そのために求められる整備に

ついては、かなり長期間の時間をかけて整備していかなければいけな

いのだろうというふうに考えているところであります。

とはいうものの、これは文化庁のほうでも、大分前から問題になっ

ているようなのですが、文化財指定をした場合の維持保存についての

責務については、文化財そのものの持ち主に負担がかかるということ

で、なかなか文化財の維持が難しくなってきているというのが現状の

課題のようなのです。そのことを宮越家に当てはめますと、宮越家自

身があの文化財を守るために経費を負担していかなければいけない。

仮に、県指定、国指定になったとしても、補助率２分の１なり、３分

の１なりの中で個人がお金を負担しながらでないと維持していけない

という現状のスキームがあるわけであります。

そこをどうやればクリアできるのかということで、前々から今一時

的に公開するための整備については、宮越家と町が権利関係の覚書を

交わしながら公金を投入して、一般公開に耐え得る整備をしてきたの

ですが、今後文化財としての指定を受けたときに、求められる維持保

存に費やす経費を町がずっと個人財産に対して投資していくというの

は、やっぱり問題があるのだろうなということで、国の補助等を受け

て、町がやれるような形にするための一つの方策として、今この１０

年間のというか、長期間の賃貸借によって町が管理していく形を取れ

ば、国のほうから補助を受けてやっていけるのではないかということ

で考え出しているやり方でございます。まだ決まったものではなくて、

今宮越家のほうと協議をしながら、どういう形にすれば、長期間の整

備計画というのが実現できるのか考えているところであります。

宮越家の財産については、そういう形でやっていくのが今のところ

ベターな方法なのかなということなのですが、この宮越家も含めた、
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例えば小泊にある太宰の「津軽」の像記念館だとか、そういう観光資

源、様々なものを活かしながら、観光客に回っていただく、各地を回

っていただくコースをつくったり、各関係機関と協議をしたりしてい

くための組織として、外につくっていこうとしているのが社団法人文

化観光交流協会ということでありまして、観光の部分だけでなくて、

今我が町に１００名を超える外国人の方々が技能実習生としてお越し

いただいております。彼らの一番の課題は、地域の方々との交流だと

か、日本語、日本の文化への理解だとか、そういうことを進めていか

なければいけない。そのことを担う団体としても、文化観光交流協会

を位置づけていきたいなということで今動いているということであり

ます。

以上であります。

〇議長（長利 司君） ６番、荒関議員。

〇６番（荒関富雄君） 何か一般質問では、若干答弁が足らなかったのかなと

思いながらお聞きしたのですけれども、国及び県の指定管理になって、

文化財の保護、本当に覚書等を交わすときに、十和田の例があるので

す。ですから、決してそのような形にならないようにやっていただけ

ればと思います。宮越邸をずっと整備し、維持していくことには、町

民みんなも関心を持っておりますので、よろしくお願いいたします。

〇議長（長利 司君） ほかに質疑ありませんか。

８番、川山議員。

〇８番（川山光則君） 今般大変、今日も補正予算、除雪について２つほど載

っていましたけれども、小泊の雪も大したもので、一度副町長ともち

ょっとだけ話をしたのですけれども、小泊の下前地区の除雪のことに

ついてと、これは町と直接関係していないのですけれども、漁協の前

のほうの除雪、２つだけお話ししたいと思います。

下前地区の雪が余ってしまって苦情があって、二、三件ありまして、

ちょっと伺ったら、あそこ下前の中、一応国道になっていまして、何

か大きいブルで一回にだっとやるのでなければ、なかなか除雪かけら

れないのだと、そういう答えがありまして、いやいや、それでは住民

が困ってしまうのだと。特に狭い道路なところで、事情は分かるので

すけれども、それで困ってしまう。前からそういうことがあったらし

いのだけれども、聞いたのは、私今回初めてで。できれば、国道です
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から、県のことになりますので、県とうまく話をしながら、除雪の体

制の見直し、あそこはどうしても小さいブルでないと、除雪は不可能

だと思いますので、そこら辺、いい方法でやっていただきたいと。

それから、小泊の漁港内の、あれは漁港事務所の管轄だと前に聞い

たのですけれども、あそこの除雪、何だか知らないけれども、片側通

行みたいになってしまうのです。何でああいうふうにするのか、松だ

のおがっているせいであっちに寄っていけないのかどうか分からない

けれども、あまり急なカーブではないのですけれども、ちょくちょく

あそこでぶつかるようになるのです。だから、これは漁港事務所だん

で、それも県になるのだかもしれないけれども、ここの除雪をちゃん

とやってもらわないと、あそこ本当に通りが激しくて、もちろん下前

もそうなのですけれども、毎年降る雪ではないかもしれないのですけ

れども、ぜひここら辺は町のほうで県のほうに話をして、いいように

やっていただきたいなと思います。

よろしくお願いします。

〇議長（長利 司君） 濱舘町長。

〇町長（濱舘豊光君） 川山議員の除雪の関係でございますが、今年、雪が多

かったので、特に議員おっしゃるとおり、下前地区の狭い通り、磯野

旅館のところを下がっていくところとか、大変なところ、それから漁

港のほうの大きい道路でありながら狭くなってしまっているところを

私も行って、そう思ったのですが、今、議員のほうからお話あったと

おり、道路それぞれ管理者が分かれておりまして、なかなか町だけで

全部けりをつけるというわけにはいかないものですから、県は県の管

理のところにお話をさせていただきますし、県道の部分もきちんとや

るようにお話をさせていただきたいと思っております。

今年みたいな雪の状況になると、なかなかどこでどういうふうな状

況になっているのかが情報が集まらなくて、私も今町長室に町の図面

ずっと貼って、どの道路はどこの管轄になっているのだというのをち

ゃんと明記しながら、皆さんから問合せがあったときに、すぐ業者の

ほうにも連絡できるような体制を取らせていただきました、今年は。

来年は、もっとシステム的にちゃんと対応できるような形を工夫しな

がら考えていきたいというふうに思っております。

以上でございます。
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〇議長（長利 司君） ほかに質疑ありませんか。

青山議員。

〇９番（青山雅晴君） 今年は、短期間でかなりの大雪が降りましたけれども、

これについてちょっと、内潟地区と武田地区から、私、何とか町に話

してもらえないかと。ということは、短期間に降ったものだから、業

者の方、なかなか除雪が追いつかないと。だから、業者いっぱいある

のだから、もうちょっと細かく区割りして、そしてできないものかと。

時間早く出れば、それなりに終わるのだけれども、出勤、登校する人

たち、やぶの中こいで歩かなければならないと。それひとつ考えても

らいたい。

それともう一つ、昨年うちのほうで火災がありました。それで、た

またまその火災の近くに消火栓がありまして、内容はちゃんと聞いて

いなかったのだけれども、消防署員の方がちょうど小泊に勤務で向か

う途中に早期に発見して、初期作業をして、村でも出ていかないのに、

町の消防、何ぼ早いばってあったところで、たまたま通って火災を発

見したところで、消防署員なので早期に、１軒で終わりましたけれど

も、隣同士、何ぼかこばけだてばあれだけれども。

それともう一つ、今消火栓、うちのほうの今泉にすれば、信号のと

ころに１つと、上の担当医のところにしか消火栓ないわけです。だか

ら、その途中に消火栓があれば、火災が発生したとき対処できるので

はないかなということを言われましたので、ひとつ私下高根の野上議

員の向かいのあそこ、たまたま買収かがって、いい消火栓できたなと

思って見ていましたけれども、それひとつ要望とお願いでございます。

〇議長（長利 司君） 濱舘町長。

〇町長（濱舘豊光君） また、除雪の問題でありますが、これ議員の皆さんと

も一度ご相談をしなければと思っていたのですが、例えば夏場の道路

と冬場の道路、これ全く同じ、要するに利便性を確保するとなると、

相当の経費がかかると思うのです。だから、幹線は別にして、例えば

武田地区であれば、地区と地区の移動の道路だとか、どこを確保して、

どこを要するに諦めるのかということも今後検討していかなければい

けないのかなと。今年も通行止め何度かやらせていただいた場所もあ

るのですが、その代わり別ないわゆるアキシン道路と言われていると

ころは通れるようにするとか、そういうめり張りもちょっと考えてい
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かなければいけないのかなと、今年の大雪で改めて痛感をしていると

ころであります。来年は、先ほども申し上げましたとおり、よりシス

テム的に効率的に除雪もできるように、生活道路を確保できるように

考えていきたいと思っていました。

それから、消火栓の話なのですが、確かに火災発生したときに消火

栓、水の確保ができなければ、消火活動できないわけでございますの

で、常に家の建っている状況と水の確保、消火活動ができる体制とい

うのを取らなければいけないと思いますので、そこも川から取水でき

る場合は、それでいいでしょうし、そういうことを考えながら消火栓

の位置についてもきちっと検討してまいりたいなと思っております。

〇議長（長利 司君） 青山議員。

〇９番（青山雅晴君） 今１０番議員から、委員長そんなに質問するもんだな

と言われたが、町民から言われたので、ちょっとひとつ耳に挟んでも

らって、前に今泉で１軒で済むものが、ちょうど水道工事やっていて、

川にも水ない、そういうことで３軒焼失したことがありますので、そ

れをひとつお願いして、答弁はいいです。よろしく。

〇議長（長利 司君） ほかに質疑はありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（長利 司君） 質疑なしと認め、これで質疑を終わります。

これから討論を行います。討論はありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（長利 司君） 討論なしと認め、これで討論を終わります。

議案第２号から議案第８号までを一括して採決します。

お諮りします。本案は委員長報告のとおり可決することにご異議あ

りませんか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（長利 司君） 異議なしと認めます。

したがって、議案第２号から議案第８号については委員長報告のと

おり可決されました。

◎日程第１１ 議案第９号

〇議長（長利 司君） 日程第１１、議案第９号 中泊町報酬及び費用弁償に

関する条例の一部改正についてを議題にします。
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本案について担当課長に説明を求めます。

葛西総務課長。

〇総務課長（葛西成芳君） 議案第９号 中泊町報酬及び費用弁償に関する条

例の一部改正についてご説明申し上げます。

提出議案書つづりの７ページを御覧ください。この条例の改正は、

地方公務員法及び地方自治法の一部改正に伴い、非常勤特別職の職名、

報酬額等を明確にするため、条例の一部を改正するものです。

改正内容については、条例等新旧対照表によりご説明いたします。

新旧対照表の１ページを御覧ください。別表第１の報酬額を全部改正

するもので、次の２ページを御覧ください。これまで別表第１に表記

されていない委員会等は、表左側、現行下段の「上記以外の各種委員

会等」に含め報酬額を定めておりましたが、改正案では、地方自治法

第３条第３項第２号に該当する、現在組織されている委員会等の名称

を明確化したもので、表右側中段の教育委員会の次から新たに追加及

び報酬額で並び替えたものです。

５ページを御覧ください。別表第１の最後の職名の欄に、「上記以

外の地方公務員法第３条第３項第２号、第３号及び第３号の２に掲げ

る特別職の職員」、報酬額の欄に「予算の範囲内で任命権者が定める

額」に改め、備考の文言を整理しております。

次に、別表第３、費用弁償の額を全部改正するもので、次の６ペー

ジを御覧ください。表左側、現行の最後、「上記以外の各種委員会等」

を改正案では、地方自治法第３条第３項第２号に該当する現在組織さ

れている委員会等の名称を明確化したもので、表右側の上段の教育委

員会の次から新たに追加するものです。

８ページを御覧ください。別表第３、改正後の最後の職名の欄に「上

記以外の地方公務員法第３条第３項第２号、第３号及び第３号の２に

掲げる特別職の職員」に改め、次のページ上段の備考の文言を整理し

ております。

なお、本条例の改正によって、現在組織されている委員会等の報酬

及び費用弁償の支給額が変更されることはなく、現状に合わせた改正

となります。

以上で議案第９号 中泊町報酬及び費用弁償に関する条例の一部改

正についての説明といたします。
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〇議長（長利 司君） 説明が終わりましたので、これから質疑を行います。

質疑はありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（長利 司君） 質疑なしと認め、これで質疑を終わります。

これから討論を行います。討論はありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（長利 司君） 討論なしと認め、これで討論を終わります。

議案第９号を採決します。

お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませ

んか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（長利 司君） 異議なしと認めます。

したがって、議案第９号は原案のとおり可決されました。

◎日程第１２ 議案第１０号

〇議長（長利 司君） 日程第１２、議案第１０号 中泊町介護保険条例の一

部改正についてを議題にします。

本案について担当課長に説明を求めます。

木元福祉課長。

〇福祉課長（木元 剛君） 議案第１０号 中泊町介護保険条例の一部改正に

ついてご説明申し上げます。

提出議案書つづりの１５ページを御覧ください。今回の条例改正は、

令和３年度から令和５年度までを計画期間とする第８期中泊町介護保

険事業計画の策定に伴う介護保険料の改定及び地方税法等の改正に伴

う条文の整備をするため、条例の一部を改正するものであります。

第８期計画の策定に当たっては、サービス受給者数の見込みや近年

の給付実績等を基に、今後３年間で見込まれる給付費を推計し、保険

料については、急激な上昇を抑えるための介護給付費準備基金の取崩

し、こちら計画期間３年間で４，０００万円の取崩しを見込んだ上で

算出しております。

改正内容については、条例等新旧対照表によりご説明申し上げます。

条例等新旧対照表の９ページを御覧ください。第２条第１項を御覧く

ださい。新たな保険料率は、令和３年度から令和５年度の介護保険料
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に適用される旨改正しております。

第１号では、所得段階第１段階の保険料について、年額３万８，７

００円から４万１，９４０円に改定しております。

第２号及び第３号では、第２段階と第３段階の保険料について、現

行の５万８，０５０円から６万２，９１０円に改定しております。

第４号では、第４段階の保険料について、６万９，６６０円から７

万５，４９２円に改定しております。

第５号では、第５段階の保険料について７万７，４００円から８万

３，８８０円に改定しております。

第６号では、第６段階の保険料について９万２，８８０円から１０

万６５６円に改定しております。

第７号では、第７段階の保険料について１０万６２０円から１０万

９，０４４円に改定しております。

第８号では、第８段階の保険料について１１万６，１００円から１

２万５，８２０円に改定しております。

第９号では、第９段階の保険料について１３万１，５８０円から１

４万２，５９６円に改定しております。

第２項から第４項までは、令和３年度から令和５年度までの低所得

高齢者の保険料の軽減に係る改正であります。

第２項は、所得段階第１段階の保険料の軽減についての改正であり

ます。第１段階の保険料４万１，９４０円から１万６，７７６円軽減

し、軽減後の年間保険料を現行の２万３，２２０円から２万５，１６

４円に改めるものであります。

１０ページを御覧ください。第３項は、第２段階の軽減後保険料を

６万２，９１０円から２万９７０円軽減し、現行の３万８，７００円

から４万１，９４０円に改めるものであります。

第４項は、第３段階の軽減後保険料を６万２，９１０円から４，１

９４円軽減し、現行の５万４，１８０円から５万８，７１６円に改め

るものであります。

附則第６項の改正は、地方税法等の改正において、延滞金を算出す

る際に用いる割合の名称が、特定基準割合から延滞金特例基準割合に

改められたことから、条文の整備をするものであります。

提出議案書つづりの１６ページ下段、附則を御覧ください。本条例
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は、令和３年４月１日から施行するものであります。ただし、附則第

６項については、公布の日から施行し、令和３年１月１日から適用す

ることとしております。

また、改正後の附則第６項の規定は、令和３年１月１日以後の期間

に対応する延滞金について適用し、その前の延滞金については、改正

前の規定を適用するものであります。

以上、議案第１０号 中泊町介護保険条例の一部改正についてご説

明申し上げました。

〇議長（長利 司君） 説明が終わりましたので、これから質疑を行います。

質疑はありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（長利 司君） 質疑なしと認め、これで質疑を終わります。

これから討論を行います。討論はありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（長利 司君） 討論なしと認め、これで討論を終わります。

議案第１０号を採決します。

お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませ

んか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（長利 司君） 異議なしと認めます。

したがって、議案第１０号は原案のとおり可決されました。

◎日程第１３ 議案第１１号

〇議長（長利 司君） 日程第１３、議案第１１号 中泊町指定地域密着型サ

ービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例等の一

部改正についてを議題にします。

本案について担当課長に説明を求めます。

木元福祉課長。

〇福祉課長（木元 剛君） 議案第１１号 中泊町指定地域密着型サービスの

事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例等の一部改正に

ついてご説明申し上げます。

提出議案書つづりの１７ページを御覧ください。今回の条例改正は、

令和３年１月に公布された省令、指定居宅サービス等の事業の人員、
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設備及び運営に関する基準等の一部改正に対応するものであります。

次の１８ページを御覧ください。本条例は、第１条から第４条まで

の構成となっており、第１条が中泊町指定地域密着型サービスの事業

の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正。

３１ページを御覧ください。下段のほうになります。第２条が中泊

町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並び

に指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な

支援の方法に関する基準を定める条例の一部改正。

３７ページを御覧ください。こちらも下段のほうになります。第３

条が中泊町指定介護予防支援事業者の指定に関し必要な事項並びに指

定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に

係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例

の一部改正。

４０ページを御覧ください。こちら中段になります。第４条が中泊

町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条

例の一部改正となっております。

本条例の主な改正内容について、条例等新旧対照表によりご説明申

し上げます。まずは、第１条の改正についてご説明申し上げます。条

例等新旧対照表の１３ページを御覧ください。新たに追加された第３

２条の２第１項では、感染症や災害の発生時において、事業者がサー

ビスの提供を継続できるよう業務継続計画を策定し、必要な措置を取

ること。そして、第２項では、業務継続に向けた研修、訓練を行うこ

とが義務づけられる改正内容となっております。

第３３条第３項では、事業者に対し、感染症の発生及び蔓延防止に

向けて必要な措置を講じるよう改正されております。

次のページを御覧ください。第４０条の２では、事業者に対し、高

齢者虐待の防止の推進について、必要な措置を講じるよう規定が追加

されております。

なお、これら３点の改正は、第２条から第４条の条例において対象

となる事業について同様に改正されております。

１９ページを御覧ください。第５９条の１３第３項では、認知症対

応力向上のため、事業者に対し、従業者が認知症介護基礎研修を受講

するための措置を義務づける改正内容となっております。
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この改正は、第２条の条例で対象となる事業について同様に改正さ

れております。

第４条の改正についてご説明申し上げます。６１ページを御覧くだ

さい。第６条第２項では、本来主任介護支援専門員、主任ケアマネジ

ャーのことです。であることが要件とされている居宅介護支援事業所

の管理者について、やむを得ない理由がある場合は、介護支援専門員

を管理者とすることができる旨改正されております。

６６ページを御覧ください。附則第３で、第６条第２項の規定に関

し、令和３年３月３１日時点で、主任介護支援専門員でない者が管理

者となっている事業所で、その管理者が引き続き事業所の管理者であ

る場合に限り、主任介護支援専門員が事業所の管理者でなければなら

ないという要件の適用を令和９年３月３１日まで猶予する改正内容と

なっております。

提出議案書つづりの４３ページを御覧ください。附則第１条は、施

行日についての規定であります。本改正は、令和３年４月１日を施行

日とし、次のページを御覧ください。第４条の条例附則第２項の改正

規定の施行日を公布の日からとする旨規定しております。

附則第２条から第９条までについては、高齢者の虐待防止に向けた

措置や認知症の基礎研修の義務化など、改正の一部について３年間経

過期間を設け、努力義務とする内容となっております。

以上、議案第１１号 中泊町指定地域密着型サービスの事業の人員、

設備及び運営に関する基準を定める条例等の一部改正についてご説明

申し上げました。

〇議長（長利 司君） 説明が終わりましたので、これから質疑を行います。

質疑はありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（長利 司君） 質疑なしと認め、これで質疑を終わります。

これから討論を行います。討論はありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（長利 司君） 討論なしと認め、これで討論を終わります。

議案第１１号を採決します。

お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませ

んか。
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（「異議なし」の声あり）

〇議長（長利 司君） 異議なしと認めます。

したがって、議案第１１号は原案のとおり可決されました。

◎日程第１４ 議案第１２号

〇議長（長利 司君） 日程第１４、議案第１２号 中泊町野菜集出荷予冷施

設条例の一部改正についてを議題にします。

本案について担当課長に説明を求めます。

農政課長。

〇農政課長（古川幹人君） 議案第１２号 中泊町野菜集出荷予冷施設条例の

一部改正についてご説明申し上げます。

提出議案書つづりの４７ページを御覧願います。今回の条例改正は、

令和３年度指定管理者の廃止に伴い、条例の一部を改正するものです。

改正内容については、条例等新旧対照表によりご説明申し上げます。

恐れ入りますが、新旧対照表の６６ページを御覧願います。第２条の

表中、「中泊町大字八幡字日向３２０番地」を「中泊町大字八幡字日

向３２０番地１」に改め、第３条中、町長は、常に良好な状態におい

て施設を管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければ

ならないに改め、第４条及び第５条第１項中「指定管理者」を「町長」

に改めます。

６７ページを御覧願います。第７条を削り、第８条を第７条とし、

第９条を削り、第１０条を第８条とします。また、別表を削り、改め

るものです。

なお、本改正は、令和３年４月１日から施行することといたしてお

ります。

以上、議案第１２号 中泊町野菜集出荷予冷施設条例の一部改正に

ついてご説明申し上げました。

〇議長（長利 司君） 説明が終わりましたので、これから質疑を行います。

質疑はありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（長利 司君） 質疑なしと認め、これで質疑を終わります。

これから討論を行います。討論はありませんか。

（「なし」の声あり）
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〇議長（長利 司君） 討論なしと認め、これで討論を終わります。

議案第１２号を採決します。

お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませ

んか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（長利 司君） 異議なしと認めます。

したがって、議案第１２号は原案のとおり可決されました。

◎日程第１５ 議案第１３号

〇議長（長利 司君） 日程第１５、議案第１３号 中泊町野菜育苗施設条例

の一部改正についてを議題にします。

本案について担当課長に説明を求めます。

古川農政課長。

〇農政課長（古川幹人君） 議案第１３号 中泊町野菜育苗施設条例の一部改

正についてご説明申し上げます。

提出議案書つづりの４９ページを御覧願います。今回の条例改正は、

令和３年度指定管理者の廃止に伴い、条例の一部を改正するものです。

改正内容については、条例等新旧対照表によりご説明申し上げます。

恐れ入りますが、新旧対照表の６８ページを御覧願います。第２条の

表中、「中泊町大字八幡字日向３２０番地」を「中泊町大字八幡字日

向３２０番地１」に改め、第３条第２号中、「４，９５６平方メート

ル」を「３，９５６平方メートル」に改め、第４条第１項を削り、同

条第２項中、「前項の規定により、」を削り、「指定管理者」を「町長」

に改め、同項を同条とし、第５条中「指定管理者」を「町長」に改め、

第６条中「指定管理者」を「利用者」に改めます。第７条を削り、第

８条を第７条に改めるものであります。

なお、本改正は、令和３年４月１日から施行することとしておりま

す。

以上、議案第１３号 中泊町野菜育苗施設条例の一部改正について

ご説明申し上げました。

〇議長（長利 司君） 説明が終わりましたので、これから質疑を行います。

質疑はありませんか。

４番、秋元議員。
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〇４番（秋元 隆君） 確認しますけれども、場所というのは、日向の３２０

番地を１と２に分けたと思うのですけれども、約１，０００平米はど

こにいったのか、ちょっとお聞きしたいのですけれども、それと具体

的な場所、どこになるのですか。

〇議長（長利 司君） 農政課長。

〇農政課長（古川幹人君） まず、１，０００平米は、事前に今の新農協が建

った時点で売っております。位置については、俗に言う青果連施設、

そこの施設と、隣にあるハウス、今現在残っているハウス全体の場所

でございます。

〇議長（長利 司君） ほかに質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（長利 司君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。

これから討論を行います。討論はありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（長利 司君） 討論なしと認め、これで討論を終わります。

議案第１３号を採決します。

お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませ

んか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（長利 司君） 異議なしと認めます。

したがって、議案第１３号は原案のとおり可決されました。

◎日程第１６ 議案第１４号

〇議長（長利 司君） 日程第１６、議案第１４号 中泊町道路占用料徴収条

例の一部改正についてを議題にします。

本案について担当課長に説明を求めます。

藤本環境整備課長。

〇環境整備課長（藤本雅久君） 議案第１４号 中泊町道路占用料徴収条例の

一部改正についてご説明いたします。

恐れ入りますが、議案書つづりの５１ページを御覧願います。道路

法及び道路法施行令の一部改正に伴い、条例の一部を改正するため、

議会の議決を求めるものであります。

改正の主なものは、道路占用料の額の改定と条文の追加であります。
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恐れ入りますが、新旧対照表６９ページをお開き願います。第４条

第４号中「前３号」を「前各号」に、「町長が認めた占用物件」を「認

められる占用物件で規則で定めるもの」に改め、同号を同条第６号と

し、第３号を第５号とし、第２号を第４号とし、同号の前に第３号と

して１号加えております。

第４条第１号中「法第３５条に規定する事業及び」までを削り、同

号を同条第２号とし、同条に第１号として１号を加えております。

占用料の改定については、３年に１度の定期的な土地評価額の評価

替えなどにより、国及び県に準じて改定するものです。６９ページか

ら７３ページの別表のとおりとなっております。

７１ページを御覧願います。第３２条第１項第３号に掲げる施設、

自動運転補助施設の占用料が追加になっております。今回の占用料の

改定は、全体的に多少の増額となっております。

以上、議案第１４号 中泊町道路占用料徴収条例の一部改正につい

てご説明いたしました。

〇議長（長利 司君） 説明が終わりましたので、これから質疑を行います。

質疑はありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（長利 司君） 質疑なしと認め、これで質疑を終わります。

これから討論を行います。討論はありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（長利 司君） 討論なしと認め、これで討論を終わります。

議案第１４号を採決します。

お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませ

んか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（長利 司君） 異議なしと認めます。

したがって、議案第１４号は原案のとおり可決されました。

◎日程第１７ 議案第１５号

〇議長（長利 司君） 日程第１７、議案第１５号 中泊町町道の構造の技術

的基準を定める条例の一部改正についてを議題にします。

本案について担当課長に説明を求めます。
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環境整備課長。

〇環境整備課長（藤本雅久君） 議案第１５号 中泊町町道の構造の技術的基

準を定める条例の一部改正についてご説明いたします。

恐れ入りますが、議案書つづりの５６ページを御覧願います。道路

法の一部改正に伴い、条例の一部を改正するため、議会の議決を求め

るものであります。

恐れ入りますが、新旧対照表の７４ページをお開き願います。第３

３条中「、さく」を「、自動運行補助施設、柵」に改めております。

現行の第４４条を第４５条と改め、第４４条に歩行者利便増進道路

についての規定を新設しております。

以上、議案第１５号 中泊町町道の構造の技術的基準を定める条例

の一部改正についてご説明いたしました。

〇議長（長利 司君） 説明が終わりましたので、これから質疑を行います。

質疑はありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（長利 司君） 質疑なしと認め、これで質疑を終わります。

これから討論を行います。討論はありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（長利 司君） 討論なしと認め、これで討論を終わります。

議案第１５号を採決します。

お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませ

んか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（長利 司君） 異議なしと認めます。

したがって、議案第１５号は原案のとおり可決されました。

◎日程第１８ 議案第１６号

〇議長（長利 司君） 日程第１８、議案第１６号 中泊町消防団員の定員、

任免、給与、服務等に関する条例の一部改正についてを議題にします。

本案について担当課長に説明を求めます。

葛西総務課長。

〇総務課長（葛西成芳君） 議案第１６号 中泊町消防団員の定員、任免、給

与、服務等に関する条例の一部改正についてご説明申し上げます。
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提出議案書つづりの５８ページを御覧ください。この条例の改正は、

成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化を図ること及び消防

団員の退職について規定することにより、手続を明確にするため、条

例の一部を改正するものです。

改正内容につきましては、条例等新旧対照表によりご説明いたしま

す。新旧対照表の７５ページを御覧願います。第６条中第１号「成年

被後見人又は被保佐人」を削り、第２号を第１号とし、第３号の免職

は、「懲戒免職」に限定して第２号とし、第４号を第３号に繰り上げ

ます。また、第１８条には、「退職」の規定を加え、「退職報償金」の

規定である第１８条を第１９条に繰り下げるものです。

なお、この条例は、令和３年４月１日から施行するものです。

以上で議案第１６号 中泊町消防団員の定員、任免、給与、服務等

に関する条例の一部改正についての説明といたします。

〇議長（長利 司君） 説明が終わりましたので、これから質疑を行います。

質疑はありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（長利 司君） 質疑なしと認め、これで質疑を終わります。

これから討論を行います。討論はありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（長利 司君） 討論なしと認め、これで討論を終わります。

議案第１６号を採決します。

お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませ

んか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（長利 司君） 異議なしと認めます。

したがって、議案第１６号は原案のとおり可決されました。

◎日程第１９ 議案第１７号

〇議長（長利 司君） 日程第１９、議案第１７号 中泊町ふれあい運動場条

例の一部改正についてを議題にします。

本案について担当課長に説明を求めます。

成田教育次長。

〇教育次長（成田勝輝君） 議案第１７号 中泊町ふれあい運動場条例の一部
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改正についてご説明申し上げます。

今回の改正は、こどまり小・中学校建設に伴い、小泊ふれあい運動

場を廃止するため、所要の改正を行うものであります。

条例の改正内容につきましては、条例等新旧対照表によりご説明い

たします。恐れ入りますが、新旧対照表７６ページを御覧願います。

左側が現行の条文で、下線部分が削除する部分でございます。第２条

表中の名称「中泊町小泊ふれあい運動場」、位置、「中泊町大字小泊字

砂山１０７６番地１」、別表第１「施設」中、第２号「小泊ふれあい

運動場」、別表第２「使用料」中、７７ページを御覧願います。第２

号「小泊ふれあい運動場」をそれぞれ削除するものでございます。

以上、議案第１７号 中泊町ふれあい運動場条例の一部改正につい

ての説明とさせていただきます。

〇議長（長利 司君） 説明が終わりましたので、これから質疑を行います。

質疑はありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（長利 司君） 質疑なしと認め、これで質疑を終わります。

これから討論を行います。討論はありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（長利 司君） 討論なしと認め、これで討論を終わります。

議案第１７号を採決します。

お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませ

んか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（長利 司君） 異議なしと認めます。

したがって、議案第１７号は原案のとおり可決されました。

◎日程第２０ 議案第１８号

〇議長（長利 司君） 日程第２０、議案第１８号 中泊町後継者等育成基金

条例の廃止についてを議題にします。

本案について担当課長に説明を求めます。

三上総合戦略課長。

〇総合戦略課長（三上晃瑠君） 議案第１８号 中泊町後継者等育成基金条例

の廃止についてご説明申し上げます。
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議案つづりの６２ページを御覧願います。中泊町後継者等育成基金

条例は、中泊町に定住し、地域活性化を担う後継者等を育成し、活力

と魅力ある地域づくりに寄与することを目的に適切な事業に対して運

用を行ってまいりました。

この基金は、誕生祝金等の財源としておりましたが、平成２０年度

以降は、基金残高が減少し、一般財源から支出しており、活用されて

いない状態となっております。また、現在町では、中泊町移住支援金

など、移住定住推進体制の現状に即したそのほかの事業も展開してお

ります。以上のことから、条例の廃止を提案するものであります。

なお、条例廃止後の当該基金の残高７万２，４３６円については、

３月補正予算において、財政調整基金繰入金に充当することといたし

ております。

以上で議案第１８号 中泊町後継者等育成基金条例の廃止について

ご説明申し上げました。よろしくお願い申し上げます。

〇議長（長利 司君） 説明が終わりましたので、これから質疑を行います。

質疑はありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（長利 司君） 質疑なしと認め、これで質疑を終わります。

これから討論を行います。討論はありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（長利 司君） 討論なしと認め、これで討論を終わります。

議案第１８号を採決します。

お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませ

んか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（長利 司君） 異議なしと認めます。

したがって、議案第１８号は原案のとおり可決されました。

◎日程第２１ 議案第１９号

〇議長（長利 司君） 日程第２１、議案第１９号 中泊町診療所条例の廃止

についてを議題にします。

本案について担当課長に説明を求めます。

山中町民課長。
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〇町民課長（山中哲哉君） 議案第１９号 中泊町診療所条例の廃止について

ご説明申し上げます。

提出議案書つづりの６４ページを御覧願います。今回の条例の廃止

は、武田診療所が令和２年３月３１日をもって閉所になったことから、

用途を廃止するため提案するものであります。

武田診療所については、地域医療確保のため公設民営の運営形態で

診療を続けてきましたが、医師等の高齢化等の理由により、閉所とな

りました。また、これまで建物内の整理を行い、令和３年度予算に備

品等の撤去に伴う経費を計上しております。

今後行政財産から普通財産への所管替え手続を行うことから、中泊

町診療所条例を廃止するものであります。

以上で議案第１９号 中泊町診療所条例の廃止についてご説明申し

上げました。

〇議長（長利 司君） 説明が終わりましたので、これから質疑を行います。

質疑はありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（長利 司君） 質疑なしと認め、これで質疑を終わります。

これから討論を行います。討論はありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（長利 司君） 討論なしと認め、これで討論を終わります。

議案第１９号を採決します。

お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませ

んか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（長利 司君） 異議なしと認めます。

したがって、議案第１９号は原案のとおり可決されました。

◎日程第２２ 議案第２０号

〇議長（長利 司君） 日程第２２、議案第２０号 令和２年度中泊町一般会

計補正予算第１９号についてを議題にします。

本案について担当課長に説明を求めます。

毛内財政課長。

〇財政課長（毛内康裕君） 議案第２０号 令和２年度中泊町一般会計補正予
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算第１９号についてご説明申し上げます。

今回の補正予算は、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ

２億３，５１３万５，０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入

歳出それぞれ１０２億５，７９３万８，０００円とするものでありま

す。

歳入歳出予算補正の主なものについて、歳入歳出補正予算事項別明

細書によりご説明いたします。

最初に、歳出についてご説明いたします。１９ページを御覧願いま

す。３、歳出。第２款総務費、第１項総務管理費、第３目財政管理費、

１２節委託料で契約実績により３７４万円を減額し、２０ページを御

覧願います。第１４目財政調整基金費、２４節積立金に財政調整基金

積立金３億７，５３６万８，０００円計上しております。

２１ページを御覧願います。第２２目緊急対策費、１７節備品購入

費に新型コロナウイルス感染症対策として、パルナス及び小泊支所に

設置予定の空気清浄機購入経費２２７万１，０００円を計上しており

ます。

２２ページを御覧願います。第３款民生費、第１項社会福祉費、第

１目社会福祉総務費、２７節繰出金に介護給付費の増などに伴い、介

護保険特別会計の繰出金、合計で４４０万円を計上しております。

２３ページを御覧願います。第４目重度心身障害者医療費、１９節

扶助費で６３４万４，０００円減額しております。第６目障害者福祉

費、１９節扶助費に自立支援医療給付費や障害者自立支援給付費など、

合計１，７３３万円を計上しております。第７目老人福祉施設費、１

９節扶助費で２５０万円減額いたしております。

第２項児童福祉費、２４ページを御覧願います。第２目児童措置費、

１９節扶助費において、児童手当８５３万５，０００円減額しており

ます。

２５ページを御覧願います。第４款衛生費、第１項保健衛生費、第

１目保健衛生総務費、２７節繰出金で国民健康保険特別会計事業勘定

繰出金については、保険基盤安定から財政安定化支援事業まで、額の

確定により、合計２４１万２，０００円を減額し、診療施設勘定繰出

金に１，８０５万５，０００円を追加計上しております。繰出金の合

計額は１，５６４万３，０００円となっております。第５目老人保健
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対策費、１２節委託料で集団健診等及び養成講座開催委託料、合計５

３０万４，０００円減額しております。

２６ページを御覧願います。２７節繰出金で後期高齢者医療特別会

計繰出金の額の確定により、合計９６０万１，０００円を減額してお

ります。第１０目緊急対策費、１２節委託料及び１９節扶助費におい

て、新型コロナウイルス感染症対策として無料としたインフルエンザ

予防接種について件数減のため、合計で５７３万円減額しております。

２８ページを御覧願います。第６款農林水産業費、第１項農業委員

会費、第１目農業委員会費、１節報酬で、水田のあっせん件数の増に

より、農業委員報酬２１２万８，０００円計上いたしております。

２９ページを御覧願います。第２項農業費、第２目農業振興費、１

８節負担金、補助及び交付金で稲わら有効利用推進事業から環境保全

型農業直接支払交付金まで、合計２７４万１，０００円減額しており

ます。

３０ページを御覧願います。第７目農業経営基盤強化促進事業費、

１８節負担金、補助及び交付金で農業次世代人材投資資金から強い農

業・担い手づくり総合支援事業まで、合計２５２万３，０００円減額

しております。

第８目緊急支援対策費、１８節負担金、補助及び交付金で、新型コ

ロナウイルス感染症対策で実施した農業経営基盤支援事業給付金にお

いて、該当者がなかったため３，１６０万円減額しております。

第４項農地費、第１目農地総務費、１２節委託料で該当するため池

が減となったため、ため池防災マップ作成委託料２２０万４，０００

円を減額しております。

第２目土地改良費、３１ページを御覧願います。１８節負担金、補

助及び交付金で国の補正予算に係る事業として、県営十三湖地区経営

体育成基盤整備事業負担金１億１，７７０万２，０００円を計上して

おります。

第６項水産業費、３２ページを御覧願います。第４目緊急支援対策

費、１８節負担金、補助及び交付金で新型コロナウイルス感染症対策

で実施した魚価低迷等減収漁業者支援事業給付金において、申請件数

が少なかったことにより１，２６０万円減額いたしております。

第７款商工費、第１項商工費、第１目商工費、１８節負担金、補助
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及び交付金で新型コロナウイルス感染症防止対策により、実施しなか

ったため、まつり実行委員会補助金２７３万４，０００円を減額して

おります。

３３ページを御覧願います。第４目緊急経営支援対策費、１８節負

担金、補助及び交付金で、新型コロナウイルス感染症対策として実施

した新しい生活様式対応店舗等改修からものづくり企業雇用継続支援

金まで、合計２，９５５万円減額しております。申請件数の減による

ものでございます。

第８款土木費、第２項道路橋梁費、第２目道路新設改良費、１４節

工事請負費において、国の補正予算に係る事業として、折戸下前線の

り面補修工事第２期工事費１，３９７万５，０００円を減額し、第３

期分として４，９００万円計上いたしております。

３４ページを御覧願います。第３目防雪対策費、１４節工事請負費

で事業費の確定により、３７０万５，０００円減額し、第４目橋梁維

持費、１２節委託料で国庫補助金の減額により当初予定していた事業

が行われなかったため１，２００万円減額しております。

３５ページを御覧願います。第５項住宅費、第２目住宅建設費、１

２節委託料から１４節工事請負費まで、契約実績に基づき、合計２，

１６８万３，０００円を減額しております。

第９款消防費、第１項消防費、３６ページを御覧願います。第６目

緊急対策費、１０節需用費で災害時備蓄品の精査により６７４万５，

０００円減額しております。

第１０款教育費、第１項教育総務費、第３目学校建設費、１４節工

事請負費においても、契約実績に基づき９，５０８万２，０００円減

額しております。

３７ページを御覧願います。第４目緊急対策費、１７節備品購入費

で契約実績に基づき５９９万９，０００円減額しております。

４０ページを御覧願います。第５項保健体育費、第１目保健体育総

務費、１８節負担金、補助及び交付金で新型コロナウイルス感染症対

策により中止となった各種大会派遣費補助金など５３１万４，０００

円減額しております。そのほか、既定予算額の精査や事業費の確定な

どにより、所要の補正を行っております。

次に、歳入について主なものをご説明いたします。１０ページへお
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戻り願います。２、歳入。第１款町税、第１項町民税では、第１目個

人町民税及び第２目法人町民税で、合計２，１６８万２，０００円を

計上し、第２項固定資産税では１，７２５万８，０００円を計上して

おります。

１２ページを御覧願います。第１４款国庫支出金、第２項国庫補助

金、第１目総務費補助金で新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨

時交付金１億９，２７８万円を計上しております。第４目土木費補助

金において、道路橋梁整備事業分及び公営住宅等整備事業分の社会資

本整備総合交付金等合計で３，１９８万４，０００円計上しておりま

す。

１３ページを御覧願います。第１５款県支出金、第１項県負担金、

第２目衛生費負担金で事業費の確定により、国民健康保険保険基盤安

定負担金から後期高齢者医療保険基盤安定負担金まで、合計１，６３

５万７，０００円減額しております。

第２項県補助金、第１目総務費補助金、１節総務管理費補助金にお

いて、奥津軽いまべつ駅二次交通運行事業費バス運行事業費補助金１

２６万７，０００円を減額し、新型コロナウイルス感染症対応地域経

済対策事業費補助金３，３００万円を計上しております。

１６ページを御覧願います。第２０款諸収入、第５項雑入、第１目

雑入において、新型コロナウイルス感染症対策で無償とした学校給食

児童教職員等負担金、小中学校合計で２，６０８万３，０００円減額

しております。

第２１款町債、第１項町債、第３目農林水産業債、１節農業基盤整

備事業債に県営十三湖地区経営体育成基盤整備事業１億１，７７０万

円を計上し、１７ページを御覧願います。第６目教育債、１節教育総

務債において、こどまり小・中学校建設事業１億１８０万円を減額し

ております。その他事業費の確定などに伴い、それぞれ減額しており

ます。

次に、継続費補正、繰越明許費補正、債務負担行為補正、地方債補

正についてご説明申し上げます。

６ページを御覧願います。第２表、継続費補正。１、変更では、令

和２年度から令和３年度まで設定したこどまり小・中学校建設事業に

ついて、それぞれ契約実績に合わせて年割額を変更しております。
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第３表、繰越明許費補正。１、追加では、第２款総務費、第３項戸

籍住民基本台帳費から第８款土木費、第２項道路橋梁費、折戸下前線

のり面補修工事（第３期）の３事業において、年度内にその支出が終

わらないことから、翌年度に繰り越して使用するため、設定するもの

であります。

２、変更では、第２款総務費、第１項総務管理費、公共施設感染防

止対策事業において、備品の追加及び第９款消防費、第１項消防費、

感染症対応型避難体制整備事業で消耗品の精査により変更いたしてお

ります。

第４表、債務負担行為補正。１、追加では、指定管理者制度による

公の施設の管理運営業務及び令和３年度で予定する借上料並びに補修

工事において、本年度で契約の締結を要するものについて、追加設定

するものであります。

７ページを御覧願います。第５表、地方債補正。１、追加では、国

からの各種交付金及び譲与税の減収が見込まれることから、減収補填

債を追加し、２、変更では、総合福祉健康センター建設事業からこど

まり小・中学校建設事業までの１１事業について、事業費の確定等に

伴い、限度額をそれぞれ変更するものであります。

以上、令和２年度中泊町一般会計補正予算第１９号についての説明

といたします。

〇議長（長利 司君） 説明が終わりましたので、これから質疑を行います。

質疑はありませんか。

６番、荒関議員。

〇６番（荒関富雄君） ２９ページお願いします。ここに第２目の農業振興費

の負担金の中で、稲わら有効利用推進事業というのがございます。こ

れ減額補正になっていますが、当初予定したより農家には１反歩当た

りの価格で少なく払っているのではないですか。そこいら辺のどうい

う形でそうなったのかをご説明願いたいと思います。

〇議長（長利 司君） 農政課長。

〇農政課長（古川幹人君） 荒関議員の稲わらの推進事業の減額についてお答

えいたします。

稲わらについては、１反歩当たり５００円の基本でお支払いすると

いう予定で予算を計上してございます。実質支払われたのが、取り組
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んだ面積が、すき込みが約８９０町歩、収集が約６４町歩ということ

で、支払われた総額が４３７万６，０００円となってございます。予

算の残額１２万３，０００円については、面積による確定の金額とい

うことでございます。

〇議長（長利 司君） 荒関議員。

〇６番（荒関富雄君） 私聞いているのは、予算が足りなかったから１反歩当

たり幾ら払いました。５００円切れているはずなのですけれども。

〇議長（長利 司君） 農政課長。

〇農政課長（古川幹人君） １反歩当たり４６０円で支払いしてございます。

面積からすると、本来であれば、円単位まで調整するところであるの

ですけれども、今回４６０円ということで切り捨て、交付をいたしま

した。

〇議長（長利 司君） ６番。

〇６番（荒関富雄君） これは、やっぱり盛り切り予算なのですか。見込みが、

いわゆる実施する人が多い、少ないは、それはその年によって、当然

面積は違ってくるとは思います。であれば、農家さんも一応調査して、

これぐらいやる予定ですよという報告した段階でお金が足りなければ

補正できないのですか、この予算は。そういう規定であったっけか。

〇議長（長利 司君） 農政課長。

〇農政課長（古川幹人君） まず、当初の予算が４５０万円ということでござ

いました。その中で件数あるいは面積が大きくなった場合には、その

予算内で、その中で調整していくということで今回４０円の減のお支

払いという形になってございます。

〇議長（長利 司君） 荒関議員。

〇６番（荒関富雄君） これ出来た当初からそういう予算のつけ方をしていた

か。では、私の勘違いかも分かりませんけれども、この稲わらの利用

促進事業というのは、そもそも県でわら焼き防止対策で罰則規定のな

い条例なのですけれども、それが出来たときに、やっぱりわら焼きは

よくないので、いわゆる農家に啓発運動的な意味合いもあって出した

補助事業だと思うのです。それが去年までは５００円で出たのが、今

度４６０円になってくれば、また収集が多くなったりしたときに、だ

んだん農家のやる気をそぐのではないかと懸念するのです。

例えばあと４０円出したものにしても、幾らでもないかとは思うの
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ですけれども、それをあくまでも盛り切り予算なのだと、補正できな

いのだと、であればそれで結構ですけれども、そういう予算のつけ方

でなくてあったような記憶があったもので。

〇議長（長利 司君） 農政課長。

〇農政課長（古川幹人君） 確かに当町の稲わらにすき込みあるいは収集につ

いては、西北五管内、県内を見ていても、なかなかこのような取組を

しているというのは見受けられないということで、非常に大事な事業

だと思ってございます。予算の増額については、私の記憶している段

階では、補正予算等々で対応した記憶がございません。また、今後引

き続き、またこの対策については、農家さんに対して啓発してまいり

たいと思ってございます。よろしくお願いします。

〇議長（長利 司君） 荒関議員。

〇６番（荒関富雄君） 減額した記憶は、私もございません。農家の、１反歩

５００円というのは、もうそれ補正を盛った記憶もないかもしれませ

んけれども、減額した記憶もないのです。初めてのことですので、そ

こいら辺、どういう経緯か、もうちょっと分かるように説明願えれば

と思います。

〇議長（長利 司君） 農政課長。

〇農政課長（古川幹人君） 失礼しました。私減額と申し上げまして、増額し

た記憶がございません。増額も減額も記憶がございません。今後そう

いう１０アール当たり５００円ということで進めていくとすれば、補

正を考えなければならないのではないかとは思ってございますけれど

も、現段階で補正の増額の記憶がございません。ただ、事業自体は取

り組んでまいりたいと思ってございます。

〇議長（長利 司君） ほかに質疑はありませんか。

塚本議員。

〇５番（塚本悦子君） ２１ページに戻っていただきたいのですけれども、緊

急対策の件ですが、空気清浄機４台、これはとてもよいことだと思う

のですが、庁舎の窓口にアクリル板がないと、町民の方が対話のとき

にとても心配だと、そうおっしゃっていまして、五所川原市役所はじ

め金融関係では、大分どこでもアクリル板があるのに、いつ頃中泊で

はアクリル板ができるのかなと、町民の声が、待っているという感じ

で、そしてコロナの予防接種については、先般広報に詳しく載って、
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皆さんが、予定ということだけれども、ちょっと安心しているのです

けれども、アクリル板について、ちょっとどのような、つけるのか、

つけないのかお聞きしたいのですけれども、町民は要望している感じ

でございますけれども、いかがでしょうか。

〇議長（長利 司君） 総務課長。

〇総務課長（葛西成芳君） ただいまの塚本議員の質問に対して、庁舎内のア

クリル板の関係なのですけれども、そういう声も一応聞こえてはあっ

たのですけれども、本庁舎としては、住民の方も職員の方もマスクを

して感染防止に対応していると。あとこれからの整備するのですけれ

ども、サーモカメラ、体温を自動的に測定する、それも整備していき

まして、それで感染防止対策を行いたいと思って、その板までは整備

しておりませんでした。

以上です。

〇議長（長利 司君） 塚本議員。

〇５番（塚本悦子君） 皆さん、どこでもマスクはきちっとしています。でも、

町民の声は、いろいろ情報が敏感でございまして、中里地区で感染し

たものですので、よそよりも敏感になっています。それで、マスクは

どうたら、二重マスクはいいのだよ、不織布マスクが効くのだってと

か、町民の人はとても心配していますので、そこが大丈夫なのですよ

ということを広報とか、ちらっと何かで大丈夫なのですよという安心

感を持たせるような情報をちょっと流していただければ、町民も接種

するまでは、絶対感染したくないと、とても敏感になっております。

高齢者は特にでございますけれども、そこら辺を何とか広報とか何か

でアクリル板はうちほうは大丈夫ですよとか、何とか情報を開示して

いただければなと思いますので、よろしくお願いします。

〇議長（長利 司君） ほかに質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（長利 司君） 質疑なしと認め、これで質疑を終わります。

これから討論を行います。討論はありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（長利 司君） 討論なしと認め、これで討論を終わります。

議案第２０号を採決します。

お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませ
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んか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（長利 司君） 異議なしと認めます。

したがって、議案第２０号は原案のとおり可決されました。

◎日程第２３ 議案第２１号

〇議長（長利 司君） 日程第２３、議案第２１号 令和２年度中泊町国民健

康保険特別会計補正予算第５号についてを議題にします。

本案について担当課長に説明を求めます。

山中町民課長。

〇町民課長（山中哲哉君） 議案第２１号 令和２年度中泊町国民健康保険特

別会計補正予算第５号についてご説明いたします。

事業勘定の補正予算は、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それ

ぞれ１，２１３万８，０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入

歳出それぞれ１７億３，９１１万４，０００円とし、診療施設勘定の

補正予算は、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１３９万

円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１億４，７７３

万３，０００円とするものであります。

補正する歳入歳出予算について、歳入歳出補正予算事項別明細書に

より事業勘定の歳出からご説明いたします。

１０ページを御覧願います。３、歳出。第１款総務費、第１項総務

管理費、第１目一般管理費において、２節給料から１８節負担金、補

助及び交付金まで人事異動に伴う人件費で合計１３５万４，０００円

を減額しております。

第２款保険給付費、第１項療養諸費において、合計で３７０万５，

０００円を減額しております。第２項高額療養諸費において、１１ペ

ージを御覧願います。合計で１，０４０万４，０００円を計上してお

ります。第４項出産育児諸費、第１目出産育児一時金において、出生

数が１５人から５人に減少すると見込まれることから４２０万円を減

額しております。

第６款保健事業、第２項特定健康診査等事業費において３３０万７，

０００円を減額しております。

１２ページを御覧ください。第９款諸支出金、第２項繰出金、第１
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目直営診療施設勘定繰出金において１，４３０万円を計上しておりま

す。小泊診療所の運営費として県から交付される特別調整交付金を診

療施設勘定に繰り出しするものであります。

次に、歳入であります。８ページにお戻り願います。２、歳入。第

３款国庫支出金、第１項国庫補助金、第１目災害臨時特例補助金にお

いて、新型コロナウイルス感染症の影響により減収した世帯へ国の基

準に基づき国民健康保険税の減免を行ったことに対する財政措置とし

て、合計２２８万６，０００円を、第２目社会保障・税番号システム

整備費補助金で保険証のオンライン資格確認を行うシステム改修に係

る補助金として７９２万円を計上しております。

第４款県支出金、第１項県補助金、第１目保険給付費等交付金にお

いて、１節普通交付金で６６９万９，０００円を計上し、２節特別交

付金で３６９万３，０００円を減額しております。

第６款繰入金、第１項一般会計繰入金、第１目一般会計繰入金にお

いて、１節保険基盤安定繰入金軽減分から、９ページを御覧願います。

５節財政安定化支援事業繰入金まで、それぞれ額が確定したことによ

り、合計で２４１万２，０００円を減額しております。

第８款諸収入、第３項雑入、第８目雑入において、返還金１３３万

７，０００円を計上しております。

以上で事業勘定の説明を終わります。

続いて、診療施設勘定について、歳出からご説明いたします。

１８ページを御覧願います。３、歳出。第１款総務費、第１項医療

施設管理費、第１目一般管理費において、合計３３万円を減額してお

ります。

第２款医業費、第１項医科用医業費、第１目機械器具費において、

在宅酸素治療法器具借上料で４３万円を減額し、第２目医薬材料費で

医薬材料費２００万円、検査等の手数料７３万円、合計で２７３万円

を計上しております。第２項歯科用医業費、第２目医薬材料費で医薬

材料費２０万円を計上し、歯科技工師の手数料７８万円を減額してお

ります。

次に、歳入であります。恐れ入りますが、１５ページにお戻り願い

ます。２、歳入。第１款診療収入、第１項医科外来収入において、第

１目国民健康保険診療報酬収入から第６目労災、その他診療報酬収入
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まで精査の上、合計で２，５８１万３，０００円を減額しております。

第２項歯科外来収入においても、第１目国民健康保険診療報酬収入

から、１６ページを御覧願います。第６目労災、その他診療報酬収入

まで精査の上、合計で１，０１３万４，０００円を減額しております。

第３款繰入金、第１項他会計繰入金、第１目事業勘定繰入金におい

て１，４３０万円を計上しております。事業勘定に交付された小泊診

療所へのへき地直営診療施設交付金を繰入れするものであります。第

２目一般会計繰入金において１，８０５万５，０００円を計上してお

ります。

１７ページを御覧願います。第８款国庫支出金、第１項国庫補助金、

第１目発熱外来診療体制確保支援補助金において、インフルエンザと

新型コロナウイルス感染症の同時流行に備え、発熱外来を設置し、診

療、検査体制のできる県指定医療機関となったことにより、それに伴

う支援補助金として４３９万９，０００円を計上しております。

以上で議案第２１号 令和２年度中泊町国民健康保険特別会計補正

予算第５号についてご説明いたしました。

〇議長（長利 司君） 説明が終わりましたので、これから質疑を行います。

質疑はありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（長利 司君） 質疑なしと認め、これで質疑を終わります。

これから討論を行います。討論はありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（長利 司君） 討論なしと認め、これで討論を終わります。

議案第２１号を採決します。

お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませ

んか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（長利 司君） 異議なしと認めます。

したがって、議案第２１号は原案のとおり可決されました。

◎日程第２４ 議案第２２号

〇議長（長利 司君） 日程第２４、議案第２２号 令和２年度中泊町介護保

険事業特別会計補正予算第４号についてを議題にします。
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本案について担当課長に説明を求めます。

木元福祉課長。

〇福祉課長（木元 剛君） 議案第２２号 令和２年度中泊町介護保険事業特

別会計補正予算第４号についてご説明申し上げます。

今回の補正予算は、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ

３，０７７万３，０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出

それぞれ１８億５，８８６万６，０００円とするものであります。

歳入歳出予算補正について、歳入歳出補正予算事項別明細書により、

その主なものについてご説明いたします。

最初に、歳出についてご説明いたします。１０ページを御覧くださ

い。３、歳出。第２款保険給付費、第１項介護サービス等諸費、第１

目介護サービス給付費、１８節負担金、補助及び交付金に介護療養型

施設利用者の増による施設介護サービス給付費２，３８３万９，００

０円を、グループホーム利用者等の増により、地域密着型介護サービ

ス給付費１，７２１万４，０００円など、合計５，５５７万７，００

０円を計上いたしております。

１１ページを御覧ください。第３項高額介護サービス等費、第１目

高額介護サービス等費、１８節負担金、補助及び交付金に合計２６８

万１，０００円を計上いたしております。

１３ページを御覧ください。第４款基金積立金、第１項基金積立金、

第１目介護給付費準備基金積立金、２４節積立金で介護給付費準備基

金積立金１，８３１万７，０００円を減額いたしております。

次に、歳入について主なものをご説明申し上げます。６ページを御

覧ください。２、歳入。第１款保険料、第１項介護保険料、第１目第

１号被保険者保険料で、今年度の賦課及び収納状況等を踏まえ９４万

円を補正計上いたしております。

その他、歳出との関連において、第３款国庫支出金、第２項国庫補

助金、第１目調整交付金に１，１６７万４，０００円を計上し、７ペ

ージを御覧ください。第４款支払基金交付金、第１項支払基金交付金、

第１目介護給付費交付金に９６０万２，０００円を計上し、８ページ

を御覧ください。第７款繰入金、第１項一般会計繰入金、第１目介護

給付費繰入金から第５目低所得者保険料軽減繰入金まで、合計４４０

万円を計上し、９ページを御覧ください。第２項基金繰入金に財源調
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整のため介護給付費準備基金繰入金６９６万円を計上いたしておりま

す。

以上、議案第２２号 令和２年度中泊町介護保険事業特別会計補正

予算第４号についてご説明申し上げました。

〇議長（長利 司君） 説明が終わりましたので、これから質疑を行います。

質疑はありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（長利 司君） 質疑なしと認め、これで質疑を終わります。

これから討論を行います。討論はありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（長利 司君） 討論なしと認め、これで討論を終わります。

議案第２２号を採決します。

お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませ

んか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（長利 司君） 異議なしと認めます。

したがって、議案第２２号は原案のとおり可決されました。

◎日程第２５ 議案第２３号

〇議長（長利 司君） 日程第２５、議案第２３号 令和２年度中泊町農業集

落排水事業特別会計補正予算第１号についてを議題にします。

本案について担当課長に説明を求めます。

阿部上下水道課長。

〇上下水道課長（阿部 明君） 議案第２３号 令和２年度中泊町農業集落排

水事業特別会計補正予算第１号についてご説明申し上げます。

今回の補正予算は、歳入歳出予算総額はそのまま変わらず４，１２

８万７，０００円とし、内部補正するものであります。

歳入歳出予算補正について、事項別明細書でご説明しますので、４

ページを御覧願います。

最初に、歳出についてご説明いたします。３、歳出。第１款事業費、

第１項施設管理費、第２目施設管理費、１０節需用費の電気料を２４

万円減額し、１１節役務費の手数料を６５万３，０００円増額し、１

３節委託料の処理施設管理業務委託料を４１万３，０００円減額して
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おります。

次に、歳入についてご説明いたします。２、歳入。第２款繰入金、

第１項繰入金、第１目繰入金に、一般会計繰入金として３７万５，０

００円を減額し、第３款繰越金、第１項繰越金、第１目繰越金に３７

万５，０００円を追加計上しております。

以上、令和２年度中泊町農業集落排水事業特別会計補正予算第１号

についてご説明申し上げました。

〇議長（長利 司君） 説明が終わりましたので、これから質疑を行います。

質疑はありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（長利 司君） 質疑なしと認め、これで質疑を終わります。

これから討論を行います。討論はありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（長利 司君） 討論なしと認め、これで討論を終わります。

議案第２３号を採決します。

お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませ

んか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（長利 司君） 異議なしと認めます。

したがって、議案第２３号は原案のとおり可決されました。

◎日程第２６ 議案第２４号

〇議長（長利 司君） 日程第２６、議案第２４号 令和２年度中泊町漁業集

落排水事業特別会計補正予算第１号についてを議題にします。

本案について担当課長に説明を求めます。

阿部上下水道課長。

〇上下水道課長（阿部 明君） 議案第２４号 令和２年度中泊町漁業集落排

水事業特別会計補正予算第１号についてご説明申し上げます。

今回の補正予算は、既定の歳入歳出予算総額から歳入歳出それぞれ

７３万４，０００円を減額し、歳入歳出予算総額を歳入歳出それぞれ

２，６８９万２，０００円とするものです。

歳入歳出予算補正について、事項別明細書でご説明しますので、恐

れ入りますが、４ページを御覧願います。
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最初に、歳出についてご説明いたします。３、歳出。第１款事業費、

第１項施設管理費、第２目施設管理費、１１節役務費の手数料９万９，

０００円増額し、１２節委託料の処理施設管理業務委託料３７万円、

漁業集落排水機能保全計画書策定業務委託料４６万３，０００円をそ

れぞれ減額しております。

次に、歳入についてご説明いたします。２、歳入。第３款繰入金、

第１項繰入金、第１目繰入金に、一般会計繰入金１００万円を減額し、

第４款繰越金、第１項繰越金、第１目繰越金に２６万６，０００円を

追加計上しております。

以上、令和２年度中泊町漁業集落排水事業特別会計補正予算第１号

についてご説明申し上げました。

〇議長（長利 司君） 説明が終わりましたので、これから質疑を行います。

質疑はありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（長利 司君） 質疑なしと認め、これで質疑を終わります。

これから討論を行います。討論はありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（長利 司君） 討論なしと認め、これで討論を終わります。

議案第２４号を採決します。

お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませ

んか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（長利 司君） 異議なしと認めます。

したがって、議案第２４号は原案のとおり可決されました。

◎日程第２７ 議案第２５号

〇議長（長利 司君） 日程第２７、議案第２５号 令和２年度中泊町後期高

齢者医療特別会計補正予算第２号についてを議題にします。

本案について担当課長に説明を求めます。

山中町民課長。

〇町民課長（山中哲哉君） 議案第２５号 令和２年度中泊町後期高齢者医療

特別会計補正予算第２号についてご説明いたします。

令和２年度中泊町後期高齢者医療特別会計補正予算は、既定の歳入
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歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ１，０１７万円を減額し、補正

後の歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２億８，４００万３，０

００円とするものであります。

補正する歳入歳出予算の主なものを歳入歳出補正予算事項別明細書

により歳出からご説明いたします。

７ページを御覧願います。３、歳出。第２款後期高齢者医療連合納

付金、第１項後期高齢者医療連合納付金、第１目後期高齢者医療連合

納付金に１８節負担金、補助及び交付金に、後期高齢者医療保険料等

負担金など、合計で１，０１７万円を減額しております。県広域連合

より示された確定見込額によるものです。

次に、歳入についてご説明いたします。６ページにお戻り願います。

２、歳入。歳出の関連により、第１款後期高齢者医療保険料、第１項

後期高齢者医療保険料、第１目後期高齢者医療保険料で特別徴収保険

料、普通徴収保険料の合計で４０８万７，０００円を減額し、第３款

繰入金、第１項一般会計繰入金、第１目一般会計繰入金で、１節事務

費繰入金から３節療養給付費繰入金まで、合計９６０万１，０００円

を減額しております。県広域連合より示された確定見込額によるもの

です。

第４款繰越金、第１項繰越金、第１目繰越金において、前年度繰越

金の確定に伴い３５１万８，０００円を計上しております。

以上で議案第２５号 令和２年度中泊町後期高齢者医療特別会計補

正予算第２号についてご説明いたしました。

〇議長（長利 司君） 説明が終わりましたので、これから質疑を行います。

質疑はありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（長利 司君） 質疑なしと認め、これで質疑を終わります。

これから討論を行います。討論はありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（長利 司君） 討論なしと認め、これで討論を終わります。

議案第２５号を採決します。

お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませ

んか。

（「異議なし」の声あり）
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〇議長（長利 司君） 異議なしと認めます。

したがって、議案第２５号は原案のとおり可決されました。

◎日程第２８ 議案第２６号

〇議長（長利 司君） 日程第２８、議案第２６号 中泊町教育委員会委員の

任命についてを議題にします。

本案について町長に説明を求めます。

濱舘町長。

〇町長（濱舘豊光君） 議案第２６号は、中泊町教育委員会委員の任命につい

てであります。

現委員、佐井川智道氏の任期が令和３年５月１７日をもって満了す

ることに伴い、後任の委員として同氏を再任命するに当たり、議会の

同意を求めるものであります。

佐井川氏は、平成２５年５月に中泊町教育委員会委員に任命されて

から今日に至るまで、当町の教育委員会委員として活躍されており、

適任であると存じますので、ご同意賜りますようよろしくお願い申し

上げます。

〇議長（長利 司君） 説明が終わりましたので、これから質疑を行います。

質疑はありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（長利 司君） 質疑なしと認め、これで質疑を終わります。

これから討論を行います。討論はありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（長利 司君） 討論なしと認め、これで討論を終わります。

議案第２６号を採決します。

お諮りします。本案は原案のとおり同意することにご異議ありませ

んか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（長利 司君） 異議なしと認めます。

したがって、議案第２６号は同意することに決定しました。

◎日程第２９ 議案第２７号

〇議長（長利 司君） 日程第２９、議案第２７号 人権擁護委員候補者の推
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薦について意見を求めるの件を議題にします。

本案について町長に説明を求めます。

濱舘町長。

〇町長（濱舘豊光君） 議案第２７号 人権擁護委員候補者の推薦について意

見を求めるの件についてご説明申し上げます。

現委員、荒関徳勝氏の任期が令和３年６月３０日をもって満了する

ことに伴い、後任の委員として同氏を再推薦するに当たり、議会の意

見を求めるものであります。

荒関氏は、中里地域向町在住で平成２４年７月から人権擁護委員と

して活動しており、委員として適任であると存じますので、何とぞよ

ろしくお願い申し上げます。

〇議長（長利 司君） 説明が終わりましたので、これから質疑を行います。

質疑はありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（長利 司君） 質疑なしと認め、これで質疑を終わります。

これから討論を行います。討論はありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（長利 司君） 討論なしと認め、これで討論を終わります。

議案第２７号を採決します。

お諮りします。本案は原案のとおり同意することにご異議ありませ

んか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（長利 司君） 異議なしと認めます。

したがって、議案第２７号は同意することに決定しました。

◎日程第３０ 議案第２８号

〇議長（長利 司君） 日程第３０、議案第２８号 中泊町老人福祉センター

に係る指定管理者の指定についてを議題にします。

本案について担当課長に説明を求めます。

葛西総務課長。

〇総務課長（葛西成芳君） 議案第２８号 中泊町老人福祉センターに係る指

定管理者の指定についてご説明申し上げます。

提出議案書つづりの６８ページを御覧ください。指定管理者の指定
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につきましては、中泊町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関

する条例の各規定に基づき、公募による募集をし、選定に当たっては、

関係課長等で構成する中泊町公の施設に係る指定管理者選定委員会で

審査し、その結果を町長に報告し、選定するものです。

本件の募集では、１団体の応募であり、従来からの管理団体であり

ましたので、これまでの管理実績を鑑み、この団体を適当であると認

め、指定管理者として選定したものであります。指定管理者となる団

体の名称は、社会福祉法人中泊町社会福祉協議会であります。指定期

間は、令和３年４月１日から令和６年３月３１日までの３年間であり

ます。

以上で議案第２８号 中泊町老人福祉センターに係る指定管理者の

指定についての説明といたします。

〇議長（長利 司君） 説明が終わりましたので、これから質疑を行います。

質疑はありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（長利 司君） 質疑なしと認め、これで質疑を終わります。

これから討論を行います。討論はありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（長利 司君） 討論なしと認め、これで討論を終わります。

議案第２８号を採決します。

お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませ

んか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（長利 司君） 異議なしと認めます。

したがって、議案第２８号は原案のとおり可決されました。

◎日程第３１ 議案第２９号

〇議長（長利 司君） 日程第３１、議案第２９号 中泊町小説「津軽」の像

記念館に係る指定管理者の指定についてを議題にします。

これは、川山議員に関する案件になりますので、地方自治法第１１

７条の規定により、川山議員の退席を求めます。

（８番 川山光則君退席）

〇議長（長利 司君） 本案について担当課長に説明を求めます。
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葛西総務課長。

〇総務課長（葛西成芳君） 議案第２９号 中泊町小説「津軽」の像記念館に

係る指定管理者の指定についてご説明申し上げます。

提出議案書つづりの６９ページを御覧ください。今回の指定管理者

の募集方法につきまして、条例に基づき公募による募集をしたところ、

１団体の応募があり、従来からの管理団体でありましたので、これま

での管理実績を鑑み、この団体を適当であると審査し、指定管理者と

して選定したものであります。

指定管理者となる団体の名称は、小泊観光協会で、指定期間は、令

和３年４月１日から令和６年３月３１日までの３年間であります。

以上で議案第２９号 中泊町小説「津軽」の像記念館に係る指定管

理者の指定についての説明といたします。

〇議長（長利 司君） 説明が終わりましたので、これから質疑を行います。

質疑はありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（長利 司君） 質疑なしと認め、これで質疑を終わります。

これから討論を行います。討論はありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（長利 司君） 討論なしと認め、これで討論を終わります。

議案第２９号を採決します。

お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませ

んか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（長利 司君） 異議なしと認めます。

したがって、議案第２９号は原案のとおり可決されました。

◎日程第３２ 議案第３０号

〇議長（長利 司君） 日程第３２、議案第３０号 主要農業施設に係る指定

管理者の指定についてを議題にします。

これは、川山議員及び沖崎議員に関係する案件になりますので、地

方自治法第１１７条の規定により沖崎議員の退席を求めます。

（１０番 沖崎 勲君退席）

〇議長（長利 司君） 本案について担当課長に説明を求めます。



- 88 -

葛西総務課長。

〇総務課長（葛西成芳君） 議案第３０号 主要農業施設に係る指定管理者の

指定についてご説明申し上げます。

提出議案書つづりの７０ページを御覧ください。今回の指定管理者

の募集方法につきまして、条例に基づき公募による募集をしたところ、

１団体の応募があり、従来からの管理団体でありましたので、これま

での管理実績を鑑み、この団体を適当であると審査し、指定管理者と

して選定したものであります。

指定管理者となる団体の名称は、株式会社アクトプランで、指定期

間は、令和３年４月１日から令和６年３月３１日までの３年間であり

ます。

以上で議案第３０号 主要農業施設に係る指定管理者の指定につい

ての説明といたします。

〇議長（長利 司君） 説明が終わりましたので、これから質疑を行います。

質疑はありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（長利 司君） 質疑なしと認め、これで質疑を終わります。

これから討論を行います。討論はありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（長利 司君） 討論なしと認め、これで討論を終わります。

議案第３０号を採決します。

お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませ

んか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（長利 司君） 異議なしと認めます。

したがって、議案第３０号は原案のとおり可決されました。

川山議員及び沖崎議員の入場を許可します。

（ ８番 川山光則君入場）

（１０番 沖崎 勲君入場）

◎日程第３３ 議案第３１号

〇議長（長利 司君） 日程第３３、議案第３１号 町営住宅使用料の債権放

棄についてを議題にします。
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本案について担当課長に説明を求めます。

藤本環境整備課長。

〇環境整備課長（藤本雅久君） 議案第３１号 町営住宅使用料の債権放棄に

ついて説明いたします。

恐れ入りますが、議案書つづりの７１ページを御覧願います。住宅

使用料を滞納し、令和元年度に建物等明渡し請求訴訟の後に退去した

中泊町在住者の住宅使用料について、裁判所が令和２年７月１７日付

で破産法第２５２条の規定により、債権の免責許可決定をしたことか

ら、債権の徴収が不可能になったため、債権の放棄を行うものであり

ます。

以上、議案第３１号 町営住宅使用料の債権放棄についてご説明い

たしました。

〇議長（長利 司君） 説明が終わりましたので、これから質疑を行います。

質疑はありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（長利 司君） 質疑なしと認め、これで質疑を終わります。

これから討論を行います。討論はありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（長利 司君） 討論なしと認め、これで討論を終わります。

議案第３１号を採決します。

お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませ

んか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（長利 司君） 異議なしと認めます。

したがって、議案第３１号は原案のとおり可決されました。

◎日程第３４ 議案第３２号

〇議長（長利 司君） 日程第３４、議案第３２号 中泊町過疎地域自立促進

計画の変更についてを議題にします。

本案について担当課長に説明を求めます。

三上総合戦略課長。

〇総合戦略課長（三上晃瑠君） 議案第３２号 中泊町過疎地域自立促進計画

の変更についてご説明申し上げます。
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議案書つづりの７２ページを御覧願います。本計画は、過疎地域自

立促進特別措置法において、過疎地域に指定された市町村は、地域の

自立促進を図るため、過疎地域自立促進計画を定めることができると

されており、定めた計画に基づく事業推進に当たり、過疎対策事業債

等の財政支援を受けることができるものであります。

当町においても、同法により過疎地域に指定されていることから、

平成２８年度から令和２年度までの中泊町過疎地域自立促進計画を策

定しているところではありますが、当町の新たな課題等に対応するた

め、毎年度本計画の見直しを行い、必要に応じた変更等を行うため、

計画の変更を提案するものであります。

議案第３２号別冊「中泊町過疎地域自立促進計画の変更について」

を御覧願います。１ページに、２、産業の振興、（１）、現状と問題点、

ア、農業について記載しておりますが、変更箇所は、赤色で明記して

おります。

２ページを御覧願います。町に所在する農業用ため池は、農業用水

の確保や地域の防災、減災といった公益的役割を果たしていますが、

老朽化により機能障害に陥った際には、営農活動や住民の生活に大き

な影響を及ぼすおそれがあります。

次の３ページを御覧願います。⑨で農業用ため池は、個別施設計画

を策定し、営農活動や住民の生活に影響が及ばないよう努めます。

次の４ページを御覧願います。ため池インフラ長寿命化事業を明記

しております。下段の３、交通通信体系の整備、情報化及び地域間交

流、（２）、その対策、ウ、農道及び林道については、⑤で林道施設の

維持管理及び更新等を適切に行い、住民の安全確保に努めます。

次の５ページを御覧願います。中頃に森林基幹道整備事業を明記し

ております。下段の４、生活環境の整備、（１）、現状と問題点、エ、

防災については、事前の対策（減災対策等）に関する計画の作成を明

記しております。

次に、６ページを御覧願います。４、生活環境の整備、（２）、その

対策、エ、防災については、近年多発する自然災害に合わせたハード

対策を実施し、発災時の被害を最小限に抑えられるまちづくりを進め

るとともに、地域住民や防災関係機関との連携に係るソフト対策を推

進し、命を守る対策を実施することについて明記しております。
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次の７ページを御覧願います。中頃に「国土強靱化地域計画作成事

業」を明記しております。

次の８ページを御覧願います。５、高齢者等の保健及び福祉の向上

及び増進、（１）、現状と問題点、ア、高齢者福祉について、総合福祉

健康センターの整備について明記しております。

次の９ページを御覧願います。５、高齢者等の保健及び福祉の向上

及び増進、（２）、その対策、⑥で総合福祉健康センターの整備につい

て明記しております。

次の１０ページを御覧願います。上段は、５、高齢者等の保健及び

福祉の向上及び増進、（３）、計画について、「総合福祉健康センター

基本構想及び事業認定事業」を明記しております。

中頃の表は、７、教育の振興、（１）、現状と問題点の中で、表１１、

児童生徒数の推移の表の中に、平成２９年度と令和元年度の数値を明

記しております。

次の１１ページから１２ページまでの事業計画の表の中では、今ま

で申し上げました追加の事業について明記しております。また、１３

ページ以降は、追加の事業に伴う概算事業費（見込み）等についての

変更内容を明記しております。

以上で議案第３２号 中泊町過疎地域自立促進計画の変更について

ご説明申し上げました。

〇議長（長利 司君） 説明が終わりましたので、これから質疑を行います。

質疑はありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（長利 司君） 質疑なしと認め、これで質疑を終わります。

これから討論を行います。討論はありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（長利 司君） 討論なしと認め、これで討論を終わります。

議案第３２号を採決します。

お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませ

んか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（長利 司君） 異議なしと認めます。

したがって、議案第３２号は原案のとおり可決されました。
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◎日程第３５ 議案第３３号

〇議長（長利 司君） 日程第３５、議案第３３号 青森県市町村総合事務組

合を組織する地方公共団体の数の減少及び青森県市町村総合事務組合

の共同処理する事務の変更並びに青森県市町村総合事務組合規約の変

更についてを議題にします。

本案について担当課長に説明を求めます。

葛西総務課長。

〇総務課長（葛西成芳君） 議案第３３号 青森県市町村総合事務組合を組織

する地方公共団体の数の減少及び青森県市町村総合事務組合の共同処

理する事務の変更並びに青森県市町村総合事務組合規約の変更につい

てご説明申し上げます。

提出議案書つづりの７３ページを御覧ください。青森県市町村総合

事務組合の構成団体である十和田地区環境整備事務組合が令和３年３

月３１日をもって解散すること及び規約の整理を行うことに伴い、組

織する地方公共団体数の減少及び共同処理する事務の変更並びに組合

規約の変更について、関係地方公共団体と協議する必要が生じました

ので、地方自治法第２８６条第１項及び第２９０条の規定に基づき、

議会の議決を要することから、提案するものです。

変更内容につきましては、条例等新旧対照表によりご説明いたしま

す。新旧対照表の７７ページを御覧ください。青森県市町村総合事務

組合規約の別表第１の中段及び別表第２、次の７８ページの中段、十

和田地区環境整備事務組合を削り、次の７９ページ上段「並びに農業

災害補償法（昭和２２年法律第１８５号）第８７条の２第３項及び第

８項の規定に基づき、徴収する共済掛金等及び延滞金」を削るもので

す。

なお、この規約は、令和３年４月１日から施行するものです。

以上で議案第３３号の説明といたします。

〇議長（長利 司君） 説明が終わりましたので、これから質疑を行います。

質疑はありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（長利 司君） 質疑なしと認め、これで質疑を終わります。

これから討論を行います。討論はありませんか。
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（「なし」の声あり）

〇議長（長利 司君） 討論なしと認め、これで討論を終わります。

議案第３３号を採決します。

お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませ

んか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（長利 司君） 異議なしと認めます。

したがって、議案第３３号は原案のとおり可決されました。

◎日程の追加

〇議長（長利 司君） お諮りします。

本日、町長から議案第３４号及び議案第３５号が提出され、お手元

に配付しております。これを日程に追加し、追加日程第１及び追加日

程第２とし、直ちに議題にしたいと思います。ご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（長利 司君） 異議なしと認めます。

したがって、議案第３４号及び議案第３５号を日程に追加し、追加

日程第１及び追加日程第２として、直ちに議題とすることに決定しま

した。

◎町長追加提案理由の説明

〇議長（長利 司君） 町長に提案理由の説明を求めます。

濱舘町長。

（町長 濱舘豊光君登壇）

〇町長（濱舘豊光君） 追加提案をさせていただきます議案についてご説明申

し上げます。

議案第３４号は、令和２年度中泊町一般会計補正予算第２０号につ

いてであります。補正額は、歳入歳出とも１００万円を追加し、歳入

歳出予算の総額を１０２億５，８９３万８，０００円とするものであ

ります。

補正する歳出は、新型コロナウイルスワクチン接種体制確立のため

のシステム改修費を計上いたしております。

歳入につきましては、歳出の関連におきまして、国庫支出金を計上
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いたしております。

繰越明許費補正では、総合福祉健康センター温泉掘削工事について

追加設定いたしております。

議案第３５号は、工事請負変更契約の締結についてであります。中

泊町総合福祉健康センター温泉掘削工事につきまして、工期を延長す

る必要が生じたことから、中泊町議会の議決に付すべき契約及び財産

の取得又は処分に関する条例第２条の規定に基づき、議会の議決を求

めるものであります。

慎重ご審議のうえ、原案どおり御議決を賜りますようお願いを申し

上げます。

◎追加日程第１ 議案第３４号

〇議長（長利 司君） 追加日程第１、議案第３４号 令和２年度中泊町一般

会計補正予算第２０号についてを議題にします。

本案について担当課長に説明を求めます。

毛内財政課長。

〇財政課長（毛内康裕君） 議案第３４号 令和２年度中泊町一般会計補正予

算第２０号についてご説明申し上げます。

今回の補正予算は、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ

１００万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１０２

億５，８９３万８，０００円とするものであります。

歳入歳出予算補正について、歳入歳出補正予算事項別明細書により

ご説明いたします。

最初に、歳出についてご説明いたします。４ページを御覧願います。

３、歳出。第４款衛生費、第１項保健衛生費、第１０目緊急対策費、

１２節委託料で新型コロナウイルスワクチン接種に係るシステム改修

費１００万円計上しております。

次に、歳入についてご説明いたします。２、歳入。第１４款国庫支

出金、第２項国庫補助金、第３目衛生費補助金に今回の補正財源とし

て、新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費臨時補助金１０

０万円を計上しております。

次に、繰越明許費補正についてご説明いたします。３ページを御覧

願います。第２表、繰越明許費補正、１、追加では、第２款総務費、
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第１項総務管理費、総合福祉健康センター温泉掘削工事において、年

度内にその支出が終わらないことから、翌年度に繰り越して使用する

ため設定するものであります。

以上、令和２年度中泊町一般会計補正予算第２０号についての説明

といたします。

〇議長（長利 司君） 説明が終わりましたので、これから質疑を行います。

質疑はありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（長利 司君） 質疑なしと認め、これで質疑を終わります。

これから討論を行います。討論はありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（長利 司君） 討論なしと認め、これで討論を終わります。

議案第３４号を採決します。

お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませ

んか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（長利 司君） 異議なしと認めます。

したがって、議案第３４号は原案のとおり可決されました。

◎追加日程第２ 議案第３５号

〇議長（長利 司君） 追加日程第２、議案第３５号 工事請負変更契約の締

結についてを議題にします。

本案について担当課長に説明を求めます。

三上総合戦略課長。

〇総合戦略課長（三上晃瑠君） 議案第３５号 工事請負変更契約の締結につ

いてご説明申し上げます。

追加提出議案つづりの１ページを御覧願います。当該変更契約は、

工事番号第３０号中泊町総合福祉健康センター温泉掘削工事の工期を

延長するものでございます。当町の中里地内に建設予定の中泊町総合

福祉健康センターについて、本掘削工事の掘削深度、深さは約１，０

００メートルとしており、２月２６日時点で８１２メートルまで掘削

が完了しております。２月１２日、深度が７００メートルに到達した

段階で当初の想定を超える硬さの硬岩の層が現れており、当初は１日
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平均２０メートルほど掘り進めておりましたが、硬岩の層となってか

らは２メートルから３メートルほどしか掘ることができずにおりま

す。

また、作業時間の延長につきましても、１月末から１日２交代の体

制を取り、午前７時から午後１０時までの作業を行っております。硬

い層を掘るゆえに振動が増大していることから、近隣住民への騒音の

影響を考えまして、３交代制にするなど、作業時間を延長することも

不可能となっております。

これらの理由により、不測の事態に対応するため、温泉掘削工事の

工期を延長するものでございます。

以上で議案第３５号 工事請負変更契約の締結についてご説明申し

上げました。よろしくお願い申し上げます。

〇議長（長利 司君） 説明が終わりましたので、これから質疑を行います。

質疑はありませんか。

荒関議員。

〇６番（荒関富雄君） 難関なところに突き当たっているのでしょうが、この

工期の延長内には、それこそ目的まで掘り下げるという工程の計画は

きっちりしたものなのですか。

それと、もしこれ以上日数が延びたりした場合に、契約額の変更等

が今後あるのかどうか、そこら辺も併せてお願いします。

〇議長（長利 司君） 三上総合戦略課長。

〇総合戦略課長（三上晃瑠君） 荒関議員のご質問にお答えします。

工期につきましては、現在掘削は、最新の情報ですと９００メート

ルを超えており、今回の工期延長内で当初設定しておりました約１，

０００メートルに達するものと確信しております。

また、工期が延びることによっての金額につきましては、深さに対

して設計、見ておりますので、日数の延長は関係ございませんので、

よろしくお願いいたします。

〇議長（長利 司君） ほかにありませんか。

（「なし」の声あり）

〇議長（長利 司君） なしということでありますので、これから討論を行い

ます。討論はありませんか。

（「なし」の声あり）
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〇議長（長利 司君） 討論なしと認め、これで討論を終わります。

議案第３５号を採決します。

お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませ

んか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（長利 司君） 異議なしと認めます。

したがって、議案第３５号は原案のとおり可決されました。

◎日程第３６ 発議第１号

〇議長（長利 司君） 日程第３６、発議第１号 中泊町議会会議規則の一部

改正についてを議題にします。

お諮りします。本案については議会内で協議を願った件であります

ので、説明、質疑及び討論を省略したいと思います。ご異議ありませ

んか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（長利 司君） 異議なしと認めます。

したがって、本案については説明、質疑及び討論を省略することに

決定しました。

発議第１号を採決します。

お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませ

んか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（長利 司君） 異議なしと認めます。

したがって、発議第１号は原案のとおり可決されました。

◎日程第３７ 発議第２号

〇議長（長利 司君） 日程第３７、発議第２号 中泊町議会災害対策本部設

置要綱の制定についてを議題にします。

お諮りします。本案については議会内で協議を願った件であります

ので、説明、質疑及び討論を省略したいと思います。ご異議ありませ

んか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（長利 司君） 異議なしと認めます。
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したがって、本案については説明、質疑及び討論を省略することに

決定しました。

発議第２号を採決します。

お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませ

んか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（長利 司君） 異議なしと認めます。

したがって、発議第２号は原案のとおり可決されました。

◎日程第３８ 発議第３号

〇議長（長利 司君） 日程第３８、発議第３号 議員派遣についてを議題に

します。

本案については、議員の限られた会期中の活動に加え、調査や研修

等、また国や県等に対しての要請活動など、議会について必要がある

と認めるときには、議員の派遣ができるよう提案するものであります。

お諮りします。本案については、説明、質疑及び討論を省略したい

と思います。ご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（長利 司君） 異議なしと認めます。

したがって、本案については説明、質疑及び討論を省略することに

決定しました。

発議第３号を採決します。

お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませ

んか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（長利 司君） 異議なしと認めます。

したがって、発議第３号は原案のとおり可決されました。

◎日程第３９ 次期議会の会期日程及び議会運営に関する

事項について

〇議長（長利 司君） 日程第３９、次期議会の会期日程及び議会運営に関す

る事項についてを議題にします。

お諮りします。次期議会の会期日程及び議会運営に関する事項につ
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いては、閉会中の審査事項とし、議会運営委員会に付託したいと思い

ます。ご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

〇議長（長利 司君） 異議なしと認めます。

したがって、次期議会の会期日程及び議会運営に関する事項につい

ては、閉会中の審査事項とし、議会運営委員会に付託することに決定

しました。

◎閉会の宣告

〇議長（長利 司君） 今定例会に上程されました全議案について長時間にわ

たり慎重にご審議をいただきまして、誠にありがとうございました。

以上で本日の日程は全部終了しました。

本日の会議を閉じます。

これをもちまして令和３年第１回中泊町議会定例会を閉会します。

閉会 午後 零時４３分




